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廃棄物管理施設の概要

➢ 大洗原子力工学研究所※の廃棄物管理施設は、平成4年3月に廃棄物管理の事業の許可

を取得し、平成8年3月より廃棄物管理事業として、大洗原子力工学研究所における原子炉

の運転や核燃料物質の使用に伴い発生する固体及び液体の放射性廃棄物を受け入れ、

処理を行い、容器に封入あるいは固型化し、保管管理を開始

➢ 平成30年8月に新規制基準に対応した廃棄物管理事業変更許可を取得し、設工認（設計及

び工事の計画）の認可を令和7年2月に取得（令和5年5月に一部施設の使用の停止等に係

る許可を取得）

➢ 新規制基準に適合させるため、安全対策工事を実施中。

Ⅰ施設概要
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※組織改編（令和6年11月1日）に伴い、拠点名称を大洗研究所から大洗原子力工学研究所へ変更

（以下同様の変更箇所の識別は省略）

黄色ハッチングまたは緑色破線囲い：
令和5年度第2回茨城県原子力安全対策委員会
（令和5年12月21日）以降に変更した内容



 １. 対象事業所

・ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所
・ 国立大学法人東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター
・ 日本核燃料開発株式会社

 ２. 放射性廃棄物の種類及び最大受入れ可能数量 （種類の詳細は、参考資料p.67, 68参照）

・ 液体廃棄物  ５，４００m3／年

・液体廃棄物Ａ ；  ４，０００m3／年

・液体廃棄物Ｂ ；  １，４００m3／年

・ 固体廃棄物（200㍑ドラム缶換算）  ８４５m3／年 （4,225本/年）

・β・γ固体廃棄物Ａ ； ７４０m3／年 （3,700本/年）

・β・γ固体廃棄物Ｂ ； １５m3／年 （    75本/年）

・α固体廃棄物Ａ ； ７５m3／年 （   375本/年）

・α固体廃棄物Ｂ ； １５m3／年 （    75本/年）

 ３. 廃棄体の最大管理能力

８，５５９m3 （200㍑ドラム缶換算 ４２，７９５本相当）

Ⅰ施設概要
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廃棄物管理施設の概要



原子炉施設

核燃料使用施設

廃棄物管理施設

その他の施設

廃棄物管理施設
（18施設）

安全情報交流棟

夏海湖

敷地面積  約1.6km2

事務本館

高温工学試験研究炉（ＨＴＴＲ）

照射燃料集合体試験施設(FMF)
材料試験炉（ＪＭＴＲ）（廃止措置中）

高速実験炉「常陽」

固体廃棄物減容処理施設
（OWTF）

Ⅰ施設概要
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大洗原子力工学研究所の概要（廃棄物管理施設の位置）



北 門

廃棄物管理施設

RI利用開発棟

ホットラボ

燃  料
研究棟

気象
観測塔

一般排水構

ＪＭＴＲ

安全情報
交流棟

ＡＧＦ

ＨＴＴＲ

ＦＭＦ

ＤＣＡ

ＭＭＦ

常陽

夏

海

湖

Ｎ

国

道

51

号

線

南 門

環境監視棟
環境モニタ室

安全管理棟

東北大学
量子エネル
ギー材料科
学国際研究
センター

廃棄物管理施設
（18施設）

材料試験炉（JMTR）
（廃止措置中）

JMTRホットラボ

日本核燃料開発株式会社

国立大学法人東北大学金属材料
研究所附属量子エネルギー材料

科学国際研究センター

他事業者

原子炉施設

核燃料物質使用施設等

廃棄物管理施設

高温工学試験研究炉
（HTTR）

照射燃料集合体
試験施設（ＦＭＦ）

高速実験炉
「常陽」

廃棄物管理施設
固体廃棄物減容処理施設

（OWTF）

Ⅰ施設概要
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大洗原子力工学研究所の概要（廃棄物管理施設の位置）



廃棄物管理施設（18施設）

廃棄物管理施設
固体廃棄物減容処理施設

（OWTF）（試運転中）

（管理施設）

＊：有機廃液一時格納庫は
使用を停止する

（有機廃液の取扱頻度を減じ
漏えいリスクを低減するため）

Ⅰ施設概要

液体廃棄物受入れ・処理施設

β・γ固体廃棄物受入れ・処理施設

α固体廃棄物受入れ・処理施設

β・γ及びα固体廃棄物処理施設

廃棄物パッケージ・保管体保管施設
（管理施設） 8

廃棄物管理施設の配置



◆ 廃棄物管理施設は、19施設にて構成（今後、使用を停止する施設及び設備機器を含む。）

Ⅰ施設概要
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管理施設

固体 液体 固体 液体 固体

1 廃液処理棟 化学処理装置＊1、廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置Ⅱ、セメント固化装置＊2 ○

2 排水監視施設 排水監視設備 ○

3 β・γ固体処理棟Ⅰ β・γ圧縮装置Ⅰ ○

β・γ一時格納庫Ⅱ ○

β・γ圧縮装置Ⅱ ○

有機溶媒貯槽 ○

β・γ焼却装置 ○

β・γ貯蔵セル ○

β・γ封入設備 ○

7 α固体処理棟 α焼却装置、αホール設備、α封入設備 ○

8 固体集積保管場Ⅰ 固体集積保管場Ⅰ ○

9 固体集積保管場Ⅱ 固体集積保管場Ⅱ ○

10 固体集積保管場Ⅲ 固体集積保管場Ⅲ ○

11 固体集積保管場Ⅳ 固体集積保管場Ⅳ ○

12 α固体貯蔵施設 竪孔式貯蔵設備 ○

廃液貯槽Ⅰ ○

処理済廃液貯槽 ○

14 廃液貯留施設Ⅱ 廃液貯槽Ⅱ ○

15 有機廃液一時格納庫 有機廃液一時格納庫＊3 ○

16 β・γ一時格納庫Ⅰ β・γ一時格納庫Ⅰ ○

17 α一時格納庫 α一時格納庫 ○

18 管理機械棟 -

19 固体廃棄物減容処理施設 減容処理設備 ○

6 β・γ固体処理棟Ⅳ

13 廃液貯留施設Ⅰ

4 β・γ固体処理棟Ⅱ

5 β・γ固体処理棟Ⅲ

No. 建物 主要な設備
受入れ施設 処理施設

＊１,２：材料試験炉（JMTR）の廃止措置への移行に伴い、JMTRからの一次冷却水液体廃棄物の発生量が減少することから、

廃液処理棟の化学処理装置及びセメント固化装置の一部（凍結再融解槽及びスラッジ槽）の使用を停止。

＊３：有機廃液の取扱頻度を減じて漏えいリスクを低減するため、有機廃液一時格納庫の使用の停止、β・γ固体処理棟Ⅲの

有機溶媒貯槽を新たに液体廃棄物の受入れ施設に変更。

廃棄物管理施設の建物、主要な設備及び対象廃棄物

＊１,２：材料試験炉（JMTR）の廃止措置への移行に伴い、JMTRからの一次冷却水液体廃棄物の発生量が減少することから、
 廃液処理棟の化学処理装置及びセメント固化装置の一部（凍結再融解槽及びスラッジ槽）の使用を停止。

＊３：有機廃液の取扱頻度を減じて漏えいリスクを低減するため、有機廃液一時格納庫の使用を停止し、β・γ固体処理棟Ⅲの
有機溶媒貯槽を新たに液体廃棄物の受入れ施設に変更。
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（１/５）

廃棄物の種類の区分は、参考資料p.67,68参照

液体廃棄物

廃液貯留施設Ⅰ

セメント固化装置※ 

（スラッジ・濃縮液
をセメント固化）

ドラム缶型
廃棄物パッケージ

◆ 液体廃棄物の処理系統の概要フロー
【各装置で処理した後、処理済廃液については排水し、スラッジ及び濃縮液については固化して容器に入れて保管】

廃液処理棟 放流
（基準値未満）

（一般排水）

   　  （希釈）

　

　　　（希釈） 2305

(放出前廃液を含む）

 

セメント固化装置

 

固体集積保管場 Ⅱ

　　

固体集積保管場 Ⅲ

β・γ 圧 縮 装 置 Ⅰ

固体集積保管場 Ⅳ

β・γ 圧 縮 装 置 Ⅱ 　

β ・ γ 封 入 設 備 固体集積保管場 Ⅰ

α   焼   却   設   備

α  ホ  ー  ル  設  備

              α   封   入   設   備 α 固 体 貯 蔵 施 設

　

減　容　処　理　設　備

β ・ γ 焼 却 装 置

　

β ・ γ 固 体 廃 棄 物 Ａ

β ・ γ 固 体 廃 棄 物 Ｂ

α 固 体 廃 棄 物 Ａ

α 固 体 廃 棄 物 Ｂ

排 水 監 視 施 設

 

液 体 廃 棄 物 A 化 学 処 理 装 置 処 理 済 廃 液 貯 槽

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅰ

液 体 廃 棄 物 Ｂ 廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ

有 機 性 の 液 体 廃 棄 物

廃 液 貯 槽 Ⅰ

太 平 洋

液

体

廃

棄

物

固

体

廃

棄

物

大洗研究開発センター廃棄物管理施設における放射性廃棄物の処理系統と関連設備

廃 液 貯 槽 Ⅱ

有機廃液一時格納庫

β・γ一時格納庫Ⅰ

β・γ一時格納庫Ⅱ

β・γ 貯 蔵 セ ル

α 一 時 格 納 庫

受 入 れ 施 設 処 理 施 設 管 理 施 設廃 棄 物 の 種 類

廃樹脂

廃樹脂

ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀ

*

*

*

*

処理済廃液

廃液蒸発装置Ⅱ
（蒸発させて凝縮液
及び濃縮液に分離）

凝縮液

濃縮液
廃液貯留施設Ⅱ

廃液貯槽Ⅱ
（受入）

凝縮液
①

大洗研原子力工学研究所 廃棄物管理施設

①
凝縮液

濃縮液

廃液蒸発装置Ⅰ
（蒸発させて凝縮液
及び濃縮液に分離）

JMTR
一次冷却水

JMTR
一次冷却水
以外の廃液

処理済廃液

固体集積保管場
Ⅲ、Ⅳ

：廃棄物の流れ

・高温工学
試験研究炉
（HTTR）

・材料試験炉
（JMTR）

・燃料研究棟

・高速実験炉
「常陽」

大洗研

他事業所

・日本核燃料開発（株）
・東北大学 金材研

上記含む全施設

液体廃棄物A

液体廃棄物B

廃液貯槽Ⅰ
（受入）

化学処理装置※

（放射性物質の吸着）

希釈

排水監視施設

処理済廃液（希釈済）

処理済
廃液貯槽
（希釈）

※廃液処理棟の化学処理装置及びセメント固化装置の一部（凍結再融解槽及び
スラッジ槽）の使用を停止

スラッジ
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（２/５）

β・γ一時格納庫Ⅰ

焼却灰固化装置
（灰固化処理）

ドラム缶型
廃棄物パッケージ

β・γ固体処理棟Ⅰ

β･γ圧縮装置Ⅰ
（圧縮）

β・γ固体処理棟Ⅲ

β・γ一時格納庫Ⅱ

◆ β・γ固体廃棄物の処理系統のフロー
【減容（焼却や圧縮）をして、 容器に入れて保管】  

β・γ固体処理棟Ⅳ

β・γ固体処理棟Ⅱ ブロック型
廃棄物パッケージ

※β・γ固体廃棄物のうち「廃樹脂」は、固体
 廃棄物減容処理施設（ＯＷＴＦ）で処理する。

：廃棄物の流れ

焼却灰

（受入）
固体集積保管場

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

固体集積保管場
Ⅰ、Ⅳ

（受入）

β･γ焼却装置
（焼却処理）

β・γ固体廃棄物
A・B

※

※
β･γ封入設備

（封入）

可燃

不燃

フィルタ

β･γ圧縮装置Ⅱ
（圧縮）

β･γ貯蔵セル
（受入）

・高温工学
試験研究炉
（HTTR）

・材料試験炉
（JMTR）

・燃料研究棟

・高速実験炉
「常陽」

大洗研

他事業所

・日本核燃料開発（株）
・東北大学 金材研

上記含む全施設

β・γ
固体廃棄物

B

β・γ
固体廃棄物

A

フィルタ

廃棄物の種類の区分は、参考資料p.67,68参照

不燃

大洗研原子力工学研究所 廃棄物管理施設
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（３/５）

α固体貯蔵施設

固体集積保管場
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳα一時格納庫 α固体処理棟

α焼却装置
（焼却処理）

焼却灰

αホール設備
（圧縮・封入）

ドラム缶型
廃棄物パッケージ

保管体
（ステンレス鋼製容器）

①※

②①※

②

◆ α固体廃棄物の処理系統のフロー
【減容（焼却や圧縮）をして、 容器に入れて保管】

（受入）

可燃

不燃

フィルタ

※α固体廃棄物のうち「ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀ」は、固体
 廃棄物減容処理施設（ＯＷＴＦ）で処理する。

固体廃棄物減容処理施設
（OWTF）（試運転中）

減容処理

α固体廃棄物B
（溶融固化体）

α固体廃棄物A
（詰め替え払出し）

α固体廃棄物
A・B

・高温工学
試験研究炉
（HTTR）

・材料試験炉
（JMTR）

・燃料研究棟

・高速実験炉
「常陽」

大洗研

他事業所

・日本核燃料開発（株）
・東北大学 金材研

上記含む全施設

：廃棄物の流れ

α固体廃棄物A

α固体廃棄物B

大型廃棄物
（α固体廃棄物A・B）

α封入設備
（封入処理）

固体廃棄物前処理施設
（WDF）

廃棄物の種類の区分は、参考資料p.67,68参照

大洗研原子力工学研究所 廃棄物管理施設



ドラム缶型廃棄物パッケージ ブロック型廃棄物パッケージ

Ⅰ施設概要
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（４/５）
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（５/５）

角型鋼製廃棄物パッケージ

鋼製
幅約1.2m×長さ約1.3m×高さ約1.1m
廃棄体容量1m3

吊り手

不燃性廃棄物
（β・γ固体廃棄物A）

【外観】 【内容物】

◆ 処理系統のフロー 【手作業で 容器に入れて保管】  

β・γ一時格納庫Ⅰ,Ⅱ

大型の不燃物
（β・γ固体廃棄物A）

手作業にて角型廃棄物
パッケージへ封入

固体集積保管場Ⅲ,Ⅳβ・γ固体処理棟Ⅱ



Ⅰ-2 茨城県原子力安全対策委員会（令和5年度第2回）以降に

追加した安全対策
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茨城県原子力安全対策委員会（令和5年度第2回）以降に追加した安全対策

上記に係る対応に伴い、廃棄物管理事業変更許可申請書の設計方針等の記載を変更するものはない。

１．新規制基準対応を踏まえた追加の対応 該当ページ

火災等による損傷
の防止

自動火災報知設備（感知器）の設置
建設当時は不要であったエリアに安全性向上のため、感知器を設置する。

管理機械棟の耐震補強工事に伴う天井裏にあるダクト撤去のため、管理機械棟天井裏
に光電式スポット型煙感知器を2個設置する。また、α固体廃棄物を処理するα固体処
理棟のうち、ボンベ等を保管する地下室に光電式スポット型煙感知器を4個と、階段に光
電式スポット型煙感知器を1個設置する。

26ページ
32ページ
34～36ページ

地震による損傷の
防止

管理機械棟の耐震補強工事
管理機械棟には、18施設から構成される廃棄物管理施設の警報を集約する集中監視

設備(盤)が設置されており、また、居室として職員等が滞在することから、安全性向上の
ため耐震補強工事を行う。

26ページ
32ページ
39ページ

外部からの衝撃に
よる損傷の防止

生物学的事象・近隣工場等の火災・有毒ガスの発生時における運用の規定化
生物学的事象・近隣工場等の火災・有毒ガスの発生時においても廃棄物管理施設の安

全性を損なわないよう、廃棄物の処理の中止、給排気設備の運転の停止等について、運
用を保安規定又は下部規定で規定化する。

28～29ページ

計測制御系統施
設

有機溶媒貯槽の漏えい検知器の追加
有機廃液一時格納庫の使用の停止に伴い、新たに有機廃液の液体廃棄物の受入れ

施設となる、β・γ固体処理棟Ⅲの有機溶媒貯槽（既設）の堰内に、漏えいを早期に検知
するため、漏えい検知器（有機溶媒貯槽計測設備）を1基設置する。

30ページ
32ページ
49～50ページ

２．その他 該当ページ

今後のスケジュールの見直し。 61ページ

茨城県原子力安全対策委員会（令和5年度第2回）以降に追加した安全対策

その他、組織改編（令和6年11月1日）に伴い、拠点名称の変更（大洗研究所から大洗原子力工学研究所へ変更）等を実施。

Ⅰ-2追加対策



Ⅱ 安全上重要な施設の有無の評価（安重評価）
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外部事象を踏まえた安全設計

設計最大評価事故における周辺公衆の実効線量評価

外部事象による設備の破損に伴う安全機能の喪失 ⇒ 放射性物質が建家外へ放出

放射性物質等による公衆被ばくが5mSvを超えるか否かで「安全上重要な施設」に該
当する施設及び設備の有無を確認

発電炉の外部事象相当の規模を想定
し、安全設計

グレーデッドアプローチを適用した外部
事象の規模を想定し、安全設計

有 無

事故の起因事象から、廃棄物の特徴や各工程を考慮し、評価対象事故を全施設を
対象に網羅的に抽出

周辺公衆に放射線障害を及ぼさないこと（ 5mSv未満であること）を確認
⇒ 安全設計の妥当性を確認

周辺公衆への実効線量が最大となる事故を設計最大評価事故と選定

Ⅱ安重評価

18

安全設計の流れ



安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線
障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に
公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又
は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は
防止するものをいう。

安全上重要な施設

機能喪失により、敷地周辺の公衆に過度
の放射線被ばくを及ぼすおそれ（実効線量
の評価値が発生事故当たり5mSvを超える
ことをいう）がある施設

＝

◆安全上重要な施設の定義 （許可基準規則 第一条第2項二号より引用）

Ⅱ安重評価

（許可基準規則の解釈より）

廃棄物管理施設における「安全上重要な施設」の有無の選定フローはｐ.20～23参照

19

安全上重要な施設の定義



＊安全機能は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の条文

（第2条～16条）に基づき、選定した。（例えば、「第2条 遮蔽等」→「遮蔽機能」）

① 廃棄物管理施設の建家、設備及び機器の安全機能＊を次の３つに分類

して安全上重要な施設を選定する。

①直接的安全機能
廃棄物管理施設から放射線又は放射性物質の放出を

直接的に防止している遮蔽機能及び閉じ込め機能

②支援的安全機能
直接的安全機能が外部からの衝撃により損なわれな

いよう支援する機能

③その他の安全機能 ①及び②以外の機能

◆安全上重要な施設の分類と選定フロー

Ⅱ安重評価

20

安全上重要な施設の評価手法（１/３）



① 直接的安全機能
・遮蔽機能
・閉じ込め機能

② 支援的安全機能
・火災等による損傷の防止機能
・地震による損傷の防止機能
・津波による損傷の防止機能
・外部衝撃による損傷の防止機能
・不法な侵入防止機能

③ その他の安全機能
・計測制御機能
・放射線監視機能
・処理、廃棄機能
・管理機能
・電源機能
・通信連絡機能

機
能
喪
失
に
よ
り
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

安全機能を有する施設

安全上重要な施設

安全機能を有しない施設

N

N

N

Y

Y

Y

5mSvを超える

5mSvを超えない

Y；機能を有する N；機能を有しない

② 以下のフローに基づき、機能喪失により放射線障害を及ぼすおそれのあるものを評価する。

Ⅱ安重評価

21

安全上重要な施設の評価手法（２/３）



◆ 外部事象による安全機能への影響の評価

③ 安全機能の喪失は、機器の故障等に加え、地震、津波、竜巻、火山の影響及びその他

の外部からの衝撃に対する評価を行った。

外部事象 評価方法

①地震
耐震Ｓクラスに属する施設に求められる程度の地震の発生を仮
定し評価する。

②津波 基準津波相当の津波高さ（16.9ｍ）により評価する。

③竜巻
既往最大の竜巻（日本で過去に発生した最大級の竜巻（92m/s））
の規模（安全側に100m/s）を考慮して評価する。
【原子力発電所の竜巻影響評価ガイドに基づき評価を実施】

④火山
文献調査により敷地周辺の火山灰の状況を考慮して評価する。
【原子力発電所の火山影響評価ガイドに基づき評価を実施】

⑤その他の外部からの
 衝撃（洪水、積雪等）

気象データ及び現地調査により評価する。

Ⅱ安重評価

22

安全上重要な施設の評価手法（３/３）



外部事象 敷地周辺の実効線量

①地震 5.7×10-1 mSv  

②津波
―

（標高24～40mのため、影響なし）

③竜巻 3.3×10-1mSv

④火山 8.7×10-2mSv

⑤その他の外部からの衝撃
 （洪水、積雪等）

―
（評価の結果、影響なし）

◆ 安全上重要な施設の選定結果  （評価結果の詳細は、p.73～75参照）

Ⅱ安重評価

グレーデッドアプローチ（等級別扱い）を適用

閉じ込め機能及び遮蔽機能の喪失により、敷地周辺の公衆に対し
放射線被ばくが5ｍＳｖを超えることはない （安全上重要な施設はない）

外部事象により、施設の安全機能が喪失された際の敷地周辺の実効線量の評価結果

23

安全上重要な施設の評価結果



等級別扱い 地震 津波 竜巻 火山
その他外部事象
（洪水、積雪等）

安全上重要な
施設（５ｍＳｖを
超える場合）

（例：高速実験
炉「常陽」＊）

耐震Sクラ
スで設計

基準津波
（16.9m）に対
する防護措置

基準竜巻
（F3:92m/s)に

対する防護設
計

敷地及びその周辺
における降下火砕
物の最大層厚
（50cm）を考慮した
防護設計

発電炉等に対し
て想定する荷重
と同一の条件で
設計

安全上重要な
施設ではない

（５ｍＳｖを超え
ない）

耐震B又は
Cクラスで
設計

敷地及びその
周辺における
過去の記録を
踏まえた津波
に対する防護
設計

敷地及びその
周辺における
過去の記録を
踏まえた竜巻
に対する防護
設計

敷地及びその周辺
における過去の記
録（有史以降）を踏
まえた火山に対す
る防護設計

敷地及びその周
辺における過去
の記録を踏まえ
た荷重に対する
防護設計

◆ 廃棄物管理施設に「安全上重要な施設」はないとの評価結果（詳細は、p.20～23参照）を踏ま
え、グレーデッドアプローチ（等級別扱い）※を適用し、安全設計をする。

※原子力安全に関する基本的な考え方（安全論理）の一つで、「安全確保の方法や
 規制の厳密さが安全上の重要度と釣り合うこと」を求める考え方である。
 原子力施設の特徴、リスクの程度に応じて、安全要件、対策などを適用すること。

 

◆ 廃棄物管理施設について、地震、津波、竜巻又はその他の外部事象（許可基準規則_第六条
～第八条）に対して、「安全上重要な施設の有無（発生事故当たり5ｍＳｖを超える/超えな
い）」の確認結果を基に、グレーデッドアプローチを適用する（表の下段）。

グレー
デッドア
プローチ
の適用

Ⅱ安重評価

24

グレーデッドアプローチの適用について

＊；高速実験炉「常陽」では、安全上重要な施設（５ｍＳｖを超える場合）であることから、上記表の上段に基づく評価を実施している



Ⅲ 新規制基準を踏まえた主な安全対策

25



許可基準規則 従来の対策 新規制基準対応 追加の措置等 詳細

第一条 定義
「発電用軽水型原子炉施設に関する安
全設計審査指針」及び「核燃料施設安全
審査基本指針」に基づき施設を設計（＊）

「安全上重要な施設」に該当する施
設はないことを確認

なし
p.20
～

p.23

第二条 遮蔽等
一般公衆及び放射線作業従事者の放射
線被ばくを合理的に達成できる限り低減
するために必要な遮蔽を設ける設計

同左
（ただし、許可の審査の過程におい
て、保守性を持たせた再評価をする
こととなり、評価の結果、遮蔽スラブ
の遮蔽材の追加が必要となった。）

遮蔽スラブの追加 p.33

第三条
閉じ込めの機
能

放射性廃棄物の漏えいを防止し、限定さ
れた区域に閉じ込めることができる設計

同左 なし
p.92
～

p.95

第四条
火災等による
損傷の防止

火災及び爆発の発生防止、早期感知と
消火、影響軽減の３方策を適切に組み合
わせて設計

内部火災により安全性を損なわない
設計

・可燃物の持ち込み制限等に
ついて規定化

・自動火災報知設備の感知
器等を追加（管理機械棟に感
知器2個、α固体処理棟に感
知器5個を設置）

p.34
～

p.36

第五条
廃棄物管理
施設の地盤

敷地の調査結果から十分な支持力を有
していることを確認

同左 なし －

第六条
地震による損
傷の防止

設置時（耐震指針策定前）の分類に基づ
き自主的に分類し設計

・規則（解釈）に従った耐震重要度分
類を実施

管理機械棟の耐震補強工事
p.37
～

p.39

第七条
津波による損
傷の防止

過去の津波（十勝沖地震の5m）を考慮

廃棄物管理施設（標高24m～40m）
は「茨城沿岸津波浸水想定」の津波
最大遡上高さ（約9m）を考慮しても安
全性を損なわないことを確認

なし p.40

Ⅲ安全対策

26

新規制基準を踏まえた主な安全対策（１/６）

廃棄物管理事業変更許可（令和5年5月許可）を踏まえた令和5年度第2回茨城県原子力安全対策委員会以降、その後の後段規制であ
る「設計及び工事の計画」に係る認可申請（令和7年2月認可）において、より安全側となる詳細設計を行い、追加の安全対策を実施する。

＊「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年12月18日施行）」が施行される以前の適用指針



許可基準規則 従来の対策 新規制基準対応 追加の措置等 詳細

第
八
条

外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止

洪水
なし
（追加された要求事項）

洪水により安全性を損なわない設計 なし －

風（台風）
過去の台風の記録等を考慮し、建築基
準法に定める設計基準に従って設計

同左 なし －

竜巻
なし
（追加された要求事項）

過去の記録を踏まえた影響が最も大き
い竜巻（藤田スケール2；最大風速
69m/s）を考慮し安全性を損なわない設
計

・竜巻防護壁の設置
・飛散防止対策（マンホー
ルの固縛等）
・廃棄物の移動・保管の
後、設備を停止すること
を規定化

p.41
～

p.44

凍結
敷地周辺の気候の調査結果から安全を
損なうおそれのない設計

同左 なし －

降水
敷地周辺の気候の調査結果から安全を
損なうおそれのない設計

同左 なし －

積雪
敷地周辺の気候の調査結果から安全を
損なうおそれのない設計

同左 なし －

Ⅲ安全対策
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新規制基準を踏まえた主な安全対策（２/６）



許可基準規則 従来の対策 新規制基準対応 追加の措置等 詳細

第
八
条

外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止

落雷 建築基準法に基づき避雷針を設置
同左
（施設の特徴を考慮し落雷により安全
性を損なわないことを確認）

なし －

地滑り 敷地の調査結果から考慮不要 同左 なし －

火山の影響
なし
（追加された要求事項）

火山活動を確認し降下火砕物が飛来し
た場合は、廃棄物の処理を中止し、給
排気設備の運転を停止することにより
安全性を損なわない設計

・除灰作業に必要な装備
を整備
・廃棄物の処理の中止、
給排気設備の運転を停
止することを規定化

p.45
～

p.46

生物学的事象
なし
（追加された要求事項）

取水の停止及び施設の運転の停止を
考慮しても安全性を損なわないことを確
認

廃棄物の処理の中止、
給排気設備の運転を停
止することを規定化※

－

森林火災
なし
（追加された要求事項）

森林火災による施設への熱影響を考慮
しても安全性を損なわない設計

森林の樹木の植生状況
等の管理の規定化

p.47

飛来物（航空機落
下等）

防護設計の要否を判断する基準である
10-7回／施設・年を超えないことを確認

同左
（最新のデータに基づき評価：

約8.7×10-8回/施設・年）
なし －

Ⅲ安全対策

28

新規制基準を踏まえた主な安全対策（３/６）

※生物学的事象（昆虫等）の大量発生時においても、廃棄物管理施設の安全性を損なわないよう、
廃棄物の処理の中止、給排気設備の運転の停止等について、運用を保安規定又は下部規定で規定化する。



許可基準規則 従来の対策 新規制基準対応 追加の措置等 詳細

第
八
条

外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止

ダムの崩壊
ダムの崩壊により本施設に影響を及ぼ
すような河川はないことを確認

同左 なし －

爆発
廃棄物管理施設の安全性を損なうよう
な爆発は想定されないことを確認

近隣施設及びタンクローリーによる給油
時の爆発を考慮しても安全性を損なわ
ない設計

・仮設緩衝体を設置

・廃棄物の処理の中止、
給排気設備の運転を停
止することを規定化※

p.48

近隣工場等の火災
なし
（追加された要求事項）

敷地外の近隣工場等（半径10km以内）
において火災・爆発が発生した場合の
熱影響を考慮しても安全性を損なわな
い設計

有毒ガス
なし
（追加された要求事項）

有毒ガスを考慮しても安全性を損なわ
ないことを確認

廃棄物の処理の中止、給
排気設備の運転を停止
することを規定化※

－

船舶の衝突
なし
（追加された要求事項）

船舶の衝突を考慮しても安全性を損な
わないことを確認

なし －

電磁的障害
なし
（追加された要求事項）

電磁的障害を考慮しても安全性を損な
わないことを確認

なし －

Ⅲ安全対策

29

新規制基準を踏まえた主な安全対策（４/６）

※近隣工場等の火災や有毒ガス等の発生時においても、廃棄物管理施設の安全性を損なわないよう、
廃棄物の処理の中止、給排気設備の運転の停止等について、運用を保安規定又は下部規定で規定化する。



許可基準規則 従来の対策 新規制基準対応 追加の措置等 詳細

第九条

廃棄物管理施
設への人の不
法な侵入等の
防止（＊）

物理的障壁を設置
不正アクセス行為の防止

（警備所での郵便物の確認、サイバー
テロ対策等）

不正アクセス行為の防止
について規定化

－

第十条
核燃料物質の
臨界防止

取扱う廃棄物中の核燃料物質の量等を
制限していることから、臨界に達するお
それがない設計

同左 なし －

第十一条
安全機能を有
する施設

安全機能を有する施設の安全性が損な
われない設計

同左
（安全上重要な施設又はその系統は多
重性を有すことが対策に加わったが、
廃棄物管理施設に安全上重要な施設
はないため対策不要）

なし －

第十二条
設計最大評価
事故時の放射
線障害の防止

最大想定事故（放射性物質の放出量が
最大となる事故）の発生した場合、一般
公衆に過度の放射線被ばくを及ぼさな
い評価結果であることを確認

設計最大評価事故が発生した場合にお
いて、事業所周辺の公衆に放射線障害
を及ぼすおそれがない（実効線量5mSv
以下）設計

なし
p.53
～

p.54

第十三条 処理施設 放射性廃棄物を処理できる設計 同左 なし －

第十四条 管理施設 放射性廃棄物を貯蔵・管理できる設計 同左 なし －

第十五条
計測制御系統
施設

温度・液位等を計測、制御及び監視を
できる設計

同左
有機溶媒貯槽（既設）の
堰内に漏えい検知器を1
基設置

－

Ⅲ安全対策
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新規制基準を踏まえた主な安全対策（５/６）

＊内部脅威者対策としては、立入りの制限、監視カメラの設置等の対策が行われている。



許可基準規則 従来の対策 新規制基準対応 追加の措置等 詳細

第十六条
放射線管理施
設

放射線業務従事者の放射線被ばくの監
視・管理、周辺監視区域周辺の監視の
できる設計

同左 なし －

第十七条 廃棄施設
周辺環境に対して放出放射性物質の濃
度及び量を合理的に達成できる限り低
減できる設計

同左
（一時保管用として用いていた区域を固
体廃棄物の保管施設として設定）

なし －

第十八条 予備電源
外部電源系の機能喪失時、負圧を維持
する設備に対し、速やかに予備電源か
ら給電できる設計

外部電源系の喪失時、以下を使用する
ことができる予備電源を設ける。
①廃棄物管理施設の閉じ込めの機能  

及び冷却機能を監視する設備
②放射線監視設備
③火災等の警報設備、緊急通信・連絡

設備、非常照明等の設備・機器

予備電源として可搬型発
電機の整備

p.51

第十九条
通信連絡設備
等

施設内、敷地内/外に必要な指示、連絡
ができる通信連絡設備を設置

同左
（安全設計上想定される事故発生時に
敷地内にいる者に対し必要な指示がで
きる設計。また、敷地内及び敷地外へ
の連絡手段に多様性を備えた設計）

構内一斉放送設備を大
洗原子力工学研究所とし
て新設（既設放送設備は
予備として運用）

p.55
～

p.59

Ⅲ安全対策
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新規制基準を踏まえた主な安全対策（６/６）



第二条 第四条 第六条 第十五条 第十八条 第十九条

竜巻 火山
外部火災・爆発

（爆発の影響軽減）

1 廃液処理棟 飛来物対策 除灰機材準備 可搬型発電機整備

2 排水監視施設 火報設置 除灰機材準備 可搬型発電機整備

3 β・γ固体処理棟Ⅰ 除灰機材準備

4 β・γ固体 処理棟Ⅱ

5 β・γ固体 処理棟Ⅲ 漏えい検知器 可搬型発電機整備

6 β・γ固体 処理棟Ⅳ
ガス消火配管
飛来物対策

除灰機材準備 仮設緩衝体準備

7 α固体 処理棟 火報設置

8 固体集積 保管場Ⅰ 遮蔽スラブ 追加 火報設置 除灰機材準備

9 固体集積 保管場Ⅱ

10 固体集積 保管場Ⅲ

11 固体集積 保管場Ⅳ

12 α固体 貯蔵施設 可搬型発電機整備

13 廃液貯留 施設Ⅰ 火報追加 除灰機材準備 可搬型発電機整備

14 廃液貯留 施設Ⅱ 除灰機材準備 可搬型発電機整備

15 有機廃液一時格納庫＊

16 β・γ一時 格納庫Ⅰ 除灰機材準備

17 α一時 格納庫 火報追加 飛来物対策

18 管理機械棟 火報追加 耐震補強 可搬型発電機整備

19 固体廃棄物 減容処理施設

No

施設
対策が必要な条項

第八条

ハード対策が必要な施設
遮蔽等

（遮蔽強化）
火災等

（内部火災対策）

外部事象
計測制御系統施設

地震による
損傷の防止

予備電源 通信連絡 設備等

予
備
電
源
を
有
す
る
所
内
放
送
設
備

Ⅲ安全対策

施設No、各施設の主要な設備、区分についてはp.9参照。
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廃棄物管理施設の新規制基準対応の現状

＊新規制基準施行に伴い、今後の利用計画を検討した結果、使用を停止する。

令和5年第2回茨城県原子力安全対策委員会以降に追加した安全対策
1. 管理機械棟に自動火災報知設備の感知器2個、 α固体処理棟に自動火災報知設備の感知器を5個設置する。
2. 管理機械棟について耐震補強を行う。
3. 有機廃液一時格納庫の使用の停止に伴い、新たに有機廃液の液体廃棄物の受入れ施設となる

β・γ固体処理棟Ⅲの有機溶媒貯槽（既設）の堰内に、漏えいを早期に検知するため、漏えい検知器を1基設置する。
：追加説明



固体集積保管場Ⅰへの廃棄物パッケージの集積に伴い周辺監視区域外の線量の上昇が想定され

ることから、遮蔽性能の強化のため場内に定置済みの遮蔽スラブ全数について、コンクリート厚さで

20㎝以上の遮蔽を追加施工することで、スカイシャイン線による周辺監視区域外の実効線量を低減

する設計とする。

（評価の結果）
事業所周辺における公衆の受ける線量が、固体集積保管場Ⅰ
から19μSv/年（廃棄物管理施設として34μSv/年）であり、実効
線量50μSv/年を下回る結果である。

現在の遮蔽スラブ 追加施工分 追加施工後

40cm 20cm以上 60cm以上

遮蔽スラブの厚さ

（固体集積保管場における廃棄物の保管方法）
ブロック型廃棄物パッケージを2段で積載し、上段のブロック型廃
棄物パッケージの上面＊1が覆われるように遮蔽スラブを設置。

＊1：スカイシャイン線の影響を低減するため。
＊2：許可基準規則の解釈：第二条第2項第2号に記載の数値。
＊3：設置済みの遮蔽スラブの上面に枠を設置し、コンクリートを打設する方法。
＊4：遮蔽評価は安全側に遮蔽スラブ厚さを59cmで行った。

20ｃｍ以上

40ｃｍ

ブロック型廃棄物
パッケージ

ブロック型廃棄物
パッケージ

追加分

遮蔽スラブ

遮蔽スラブの遮蔽の追加

Ⅲ安全対策

（遮蔽スラブの遮蔽の追加について）
事業所周辺における公衆の受ける線量が実効線量50μSv/年
以下＊2となるよう、遮蔽スラブ40㎝にコンクリート厚さで20㎝以上
の遮蔽を追加（打ち増し＊3）し、遮蔽スラブの厚さを60㎝以上＊4と
する。
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安全対策（第２条 遮蔽等）



安全対策（第４条 火災等による損傷の防止） （１/３）

廃棄物管理施設の各施設に内蔵する可燃性物質すべてが火災源となった場合を想定し、火災荷重

の評価及び表面温度の評価を行った結果、金属製キャビネットへの保管、防炎シート等の延焼性の

ない材料で可燃物を覆う等の措置を講ずることで、施設の安全機能が損なわれるおそれがないこと

を確認した。

規則要求 対策 対策の一例

①火災及び爆発の発生の防止

廃棄物管理施設の建家は構造材料に
不燃材を用い、主要な設備は可能な限
り不燃性または難燃性材料を使用する
設計とする等。

管理区域内には図書や防護資材を含め、可燃物は原則、
持ち込まないこととし、また、やむを得ず資材として保管が必
要な場合には、内部から火炎が露出しない金属製キャビネッ
トにて保管する。

金属製キャビネットで収納が困難な可燃性の資材類は、防
炎シート等の延焼性のない材料で覆って使用する。

②火災及び爆発の発生の早期感知及び
消火

廃棄物の処理、管理、受入施設（排水
監視施設を除く）には自動火災報知設
備を設ける等。

廃液貯留施設Ⅰ（廃棄物管理施設用廃液貯槽）、排水監視
施設及び固体集積保管場Ⅰに新たに感知器を設置し、α一
時格納庫、α固体処理棟及び管理機械棟に感知器を追加設
置する。設置した感知器の信号は、廃液貯留施設Ⅰ、α一時
格納庫及びα固体処理棟のいずれかの火災受信機に接続し、
管理機械棟の複合火災受信機に表示できるようにした。
（設置した感知器、火災受信機等はp.35～p.36に示す）

③火災及び爆発の発生の影響の軽減

防火区画を設けて火災の影響を最小
限に抑え、管理区域内には可燃性の
物を原則設置及び保管しない等。

電気関係設備（配電盤や制御盤）を設置する部屋は、ケー
ブル物量が一般的な作業室に比べて多く火災荷重が大きい
ため、管理区域と同様に可燃物は原則、持ち込まず、やむを
得ず資材として保管が必要な場合には、内部から火炎が露
出しない金属製キャビネットにて保管する。

Ⅲ安全対策
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可燃物を防炎シートで養生

可燃物を保管する

金属製キャビネット



安全対策（第４条 火災等による損傷の防止） （２/３）

廃棄物管理施設 自動火災報知設備構成図
*：廃液貯留施設Ⅰの火災受信機は更新

  **：α一時格納庫は、煙感知器を1個追加
***：有機廃液一時格納庫は使用を停止する
※：管理機械棟に感知器2個、α固体処理棟に

感知器5個を追加設置する

：新規設置

Ⅲ安全対策
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◆感知器を全施設に設置し、全ての施設において火災を感知可能

β・γ固体処理棟Ⅱ

警備所（北門）

β・γ一時格納庫Ⅱ

有機廃液一時格納庫

管理機械棟

複合火災受信機
複合火災受信機

管理機械棟

処 理 施 設

β・γ固体処理棟Ⅰ

β・γ一時格納庫Ⅰ

α一時格納庫

β・γ固体処理棟Ⅳ

固体集積保管場Ⅰ

α固体処理棟

β・γ固体処理棟Ⅲ α固体貯蔵施設

固体集積保管場Ⅱ

固体集積保管場Ⅳ

固体集積保管場Ⅲ

廃液貯留施設Ⅱ
廃液処理棟

廃液貯留施設Ⅰ
廃液貯留施設Ⅰ
（廃棄物管理施設用廃液貯槽）

監視盤

感知器

感知器

排水監視施設

感知器

火災受信機感知器

火災受信機感知器

火災受信機感知器

火災受信機感知器

火災受信機感知器 ** 感知器火災受信機 感知器火災受信機

感知器火災受信機

感知器火災受信機

感知器火災受信機

感知器火災受信機

感知器火災受信機

火災受信機 *

感知器

感知器

感知器

火災受信機

感知器

感知器

警備所（南門）

監視盤

固体廃棄物減容処理施設

火災受信機感知器

***

α固体
処理棟に
感知器5
個を設置

1. 感知器の設置

：追加説明

感知器

建設当時は不要であったエリアについても、早期検知の観点から他のエリアの
設置基準を準用し、安全性向上を図るため感知器を設置する。

感知器

管理機械棟に感知器2個
を設置

※

※
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安全対策（第４条 火災等による損傷の防止） （３/３）

α固体処理棟 感知器配置図

1. 感知器の設置

Ⅲ安全対策

建設当時は不要であったエリアに、安全性向上のため感知器を設置する。管理機械棟の耐震補強工事に伴う天井裏にあるダ
クト撤去のため、管理機械棟天井裏に光電式スポット型煙感知器を2個設置する。また、α固体廃棄物を処理するα固体処理棟
のうち、ボンベ等を保管する地下室に光電式スポット型煙感知器を4個と、階段に光電式スポット型煙感知器を1個設置する。

S

S

S

SSSSSS

SSSS

S
S

平面図（地下階）

：感知器設置箇所

立面図（建家一部）

平面図（2階）

管理機械棟 感知器配置図

SS

SS
S S

S S

S S

S S

S S

S
階段

SSSS

S

立面図（建家一部）



➢ Ｓクラス：
安全施設のうち、その機能喪失により
周辺の公衆に対して過度の放射線被
ばくを及ぼす（5mSvを超える）おそれが
ある設備・機器を有する施設

➢ Ｂクラス：
安全施設のうち、その機能を喪失した
場合Ｓクラス施設に比べて影響が
小さい施設

➢ Ｃクラス：
Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般
産業施設又は公共施設と同程度の安
全性が要求される施設

耐震重要度分類（基本方針）

Sクラス
（一般産業施設等の3.0倍の
強度を持つように設計）
（弾性設計用地震動に耐え
られるように設計）

Bクラス
（一般産業施設等の1.5倍の
強度を持つように設計）

Cクラス
（一般産業施設等と同等の
強度を持つように設計）

重
要
度

機能喪失時の
放射線影響

５mSv

0.05mSv

地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への
影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に
応じて、次のように分類し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように設計する。

Ⅲ安全対策
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安全対策（第６条 地震による損傷の防止） （１/３）



廃棄物管理施設の耐震評価

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設の有無に関する評価において5 mSvを
超える施設はないため、耐震Ｓクラス施設はなく、耐震Ｂクラス及びＣクラスのみで
構成されている。

それぞれの施設の耐震重要度に応じて算定した地震力に対して、支持基盤が建
家を十分に支持できること、及び保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して重
要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認した。

機能喪失時の放射線影響に応じて、耐震Ｂクラス及びＣクラスに分類＊している。
ただし、施設で取り扱っている放射性廃棄物の種類の特徴（取り扱う放射性廃棄

物の放射能濃度が高い）を考慮し、以下の表のように機能喪失時の放射線影響が
50μSv以下であっても一部の建家、設備については耐震Ｂクラスとしている。

施設の種類 受入れ施設 処理施設 管理施設

50μSv以下で
あっても耐震Ｂ
クラスとしてい
る建家、設備

・α放射性固体廃棄物Bを
取り扱っている建家、設備
・β・γ放射性廃棄物Bを取
り扱っている設備

・α放射性固体廃棄物Bを
取り扱っている建家、設備
・β・γ放射性廃棄物Bを取
り扱っている設備

・α放射性固体廃棄物Bを取
り扱っている設備

Ⅲ安全対策

＊各建家の耐震クラスは、参考資料p.79参照
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安全対策（第６条 地震による損傷の防止） （２/３）



2. 管理機械棟の耐震補強工事

管理機械棟 平面図

外部フレームイメージ図
39

外部フレー
ム

居室部機械室

居室部
2階に補強ブレース

（赤色線）

・居室部 ： 2階に補強ブレースを追加
・機械室 ： 屋外に箱型の外部フレームを設置

安全対策（第６条 地震による損傷の防止） （３/３）

管理機械棟 立面図

機械室
箱型の

外部フレーム

Ⅲ安全対策

複数施設から構成される廃棄物管理施設の警報が集約され、居室として職員等が滞在する管理機械棟について、
安全性向上のため耐震補強工事を行う。管理機械棟については、建設当時の建築基準法は旧耐震基準であり、新耐震
基準に適合するよう工事を行う。



廃棄物管理施設は、標高24m～40mに設置しており、津波最大遡上高約9mに比べて

十分高い位置にある。また、一般排水溝からの津波の遡上を考慮しても、浸水するこ
とはなく、廃棄物施設の安全性は損なわれることはない。

・廃棄物管理施設は、標高24 m～40 m

に設置しているため、廃棄物管理施設
の安全性が損なわれることはない。

・また、一般排水溝との接続点の標高
は20m以上あり、排水監視施設と一般

排水溝の間に閉止バルブが存在する
ことから津波による一般排水溝の遡上
を考慮しても影響はない。 茨城県津波浸水想定図（一部切り取り）

◆廃棄物管理施設には安全上重要な施設がないため、
「茨城沿岸津波浸水想定」より津波を想定

Ⅲ安全対策
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・津波の遡上高さ標高9 m

安全対策（第７条 津波による損傷の防止）



ソフト対策（保安規定、マニュアル等）

1
駐車場に駐車する自動車は、その種類に応じた飛来距離
等により、駐車場所を制限し、飛来物となる範囲を限定す
ることで、施設に飛来物となりうる車が届かないようにする。

2

①竜巻注意情報が発表された場合は、直ちに廃棄物の処
理等の作業を中止する。

②作業中止後、処理中の廃棄物を安全な場所に移動して
保管する。

③廃棄物の移動・保管の後、設備を停止し、作業員は安
全な場所に退避する。

1
マンホール蓋及びエアコン室外機が飛来物となり得るため、
固縛する。

2
廃液処理棟については、飛来物の衝突による装置の配管
の損傷を防止するための設備を設ける。

3
α 一時格納庫については、飛来物の衝突による廃棄物の

損傷を防止するため、廃棄物（特に地上階にあるもの）を
鋼板で覆う。

4
屋外等に敷設している配管（ガス消火設備配管）が飛来物
の衝突により損傷を受けるおそれがあるため、損傷を防止
する設備を設ける。

ハード対策

鋼製材 ワゴン

サイズ（m） 4.2×0.3×0.2 5.2×1.9×2.3

重量（kg） 135 1890

イメージ図

●飛来物の一例●設計用竜巻による飛来物の選定

施設周辺の状況として交通量の多い国道51号からの自動車の飛来も
考慮し、竜巻影響評価ガイドを参考に下記を選定した。

・鋼製材 ・鋼製パイプ ・自動販売機 ・エアコン室外機 ・マンホール蓋
・自転車 ・自動車（軽自動車、乗用車、ミニバン、ワゴン、大型バス）

Ⅲ安全対策

遮蔽機能を有す設備、閉じ込め機能を有す設備、ガス消火設備は、外部からの衝撃により安全機能
を喪失した場合、速やかな代替措置が図れないため、安全性を損なうことのない設計としている。

廃棄物管理施設周辺（敷地から半径20kmの範囲）で過去に発生した最大の竜巻を考慮し、藤田ス
ケール2（最大風速69 m/s）の竜巻に対しては、ソフト対策も含め安全機能（閉じ込め、消火）が損なわ
れないよう措置を講ずる。なお、遮蔽機能は竜巻によって損なわれないため本対策は不要。

◆竜巻に対する主要な対策（閉じ込め、消火）
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安全対策（第８条 外部事象（竜巻））（１/４）



施設 影響 対策

廃液処理棟
建家が損傷し、飛来物の衝突による配管及び分析フード
の破損により、閉じ込め機能が損なわれるおそれがある。

飛来物の衝突による装置の配管の損傷を防止する
ための設備を設ける。分析フード内の廃棄物につい
ては作業を中止し、安全な場所に移動し保管する。

β・γ固体処理棟Ⅰ
建家が損傷し、飛来物の衝突によるβ・γ圧縮装置Ⅰ
分類ボックスの破損により、閉じ込め機能が損なわれる
おそれがある。

作業を中止し、廃棄物はβ・γ一時格納庫Ⅱに移動
し保管する。

β・γ固体処理棟Ⅱ
建家が損傷し、飛来物の衝突によるβ・γ圧縮装置Ⅱ
分類ボックス破損により、閉じ込め機能が損なわれるお
それがある。

作業を中止し、廃棄物はβ・γ一時格納庫Ⅱに移動
し保管する。

β・γ固体処理棟Ⅳ
建家が損傷し、飛来物の衝突によるガス消火設備の配
管が損傷により、施設の安全機能を損なうおそれがある。

ガス消火設備配管が飛来物の衝突により損傷を受
けるおそれがあるため、損傷を防止する設備を設け
る。

廃液貯留施設Ⅰ
建家が損傷し、飛来物の衝突による配管の破損により、
閉じ込め機能が損なわれるおそれがある。

地上部の配管内に廃液が残らないよう操作を行う。

有機廃液一時格納庫
建家が損傷し、保管容器が飛散することにより閉じ込め
機能が損なわれるおそれがある。

保管容器を固縛する。

α一時格納庫
建家が損傷し、飛来物の衝突による廃棄物の損傷によ
り、閉じ込め機能が損なわれるおそれがある。

飛来物の衝突による廃棄物の損傷を防止するため、
廃棄物を鋼板で覆う。

管理機械棟
建家が損傷し、飛来物の衝突による分析フードの損傷に
より、閉じ込め機能が損なわれるおそれがある。

分析フード内の廃棄物については作業を中止し、保
管容器に保管する。

＊竜巻評価結果の詳細は、参考資料p.80～85参照。

Ⅲ安全対策

◆竜巻による影響を受ける施設及び対策＊
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安全対策（第８条 外部事象（竜巻））（２/４）



Ⅲ安全対策
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◆各施設における竜巻対策のイメージ

竜巻対策設備（防護壁）
高さ(m)：F.L.＋3.5以上
厚さ(m)：0.26以上

飛来物：軽自動車
衝撃荷重：352kN

竜巻防護壁設置の模式図

○ 廃液処理棟

安全対策（第８条 外部事象（竜巻））（３/４）

廃棄物（ β・γ固体処理棟Ⅰ ）

β・γ一時格納庫Ⅱ

廃棄物（β・γ固体処理棟Ⅱ）

○ β・γ固体処理棟Ⅰ,Ⅱ

＊竜巻注意情報の発表から廃棄物の移動・保管にかかる時間は、竜巻襲来までにかかる時間を十分下回る。詳細はp.83-85参照。

移動し保管＊

防護対象（一例）

○ β・γ固体処理棟Ⅳ

飛来物防護の模式図

手動操作箱の鋼板による保護ボンベの鋼板による保護

飛来物防護
鋼板構造
ボンベ取出用扉附属

セル内

セル内への
ガス消火設備配管 ボ

ン
ベ

セル壁



Ⅲ安全対策
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◆各施設における竜巻対策のイメージ

ポンプの停止

○ 廃液貯留施設Ⅰ

保管容器を固縛

○ 有機廃液一時格納庫

フード内の廃棄物を保管容器へ保管

○ 管理機械棟○ α一時格納庫

廃棄物を鋼板で覆う
（シートで覆われている箇所）

安全対策（第８条 外部事象（竜巻））（４/４）



◆ 施設に影響を及ぼし得る火山の抽出
➢敷地を中心とする半径160kmの範囲には30の第四紀火

山が位置する。
➢完新世の活動の有無、将来の活動可能性の検討を行い、

施設に影響を及ぼし得る火山として、12火山を抽出した。

◆抽出された火山の火山活動に関する個別評価
➢抽出された火山の敷地からの離隔、並びに敷地周辺にお

ける第四紀における火山活動の特徴等の検討結果等か
ら、設計対応不可能な火山事象(火砕物密度流、溶岩流、
岩屑なだれ他、新しい火口の開口及び地殻変動)が施設
に影響を及ぼす可能性は十分に小さい。

◆施設に影響を及ぼし得る火山事象の抽出
➢火山性土石流，火山から発生する飛来物(噴石)、火山ガ

ス及びその他の火山事象のうち、施設への影響を評価す
べき事象はない。

➢考慮すべき火山事象は、降下火砕物（火山灰）のみであ
る。約1万年前までの火山活動に関する記録を調査した
結果、敷地及びその周辺の降下火砕物の層厚は極微量
であることから、火山による被害を受けるおそれはない。

No. 第四紀火山 敷地からの距離(km)

1
たかはらやま

98 高原山

2
なすだけ

108 那須岳

3
なんたい・にょほう

110 男体・女峰火山群

4
にっこうしらねやま

120日光白根山

5
あかぎやま

126赤城山

6
ひうちがたけ

136燧ケ岳

7
こもちやま

子持山 144

8
あだたらやま

153安達太良山

9
ばんだいさん

磐梯山 154

10
はるなさん

榛名山 154

11
ささもりやま

155笹森山

12
ぬまさわ

157沼沢

施設に影響を及ぼし得る火山の抽出結果

（完新世の火山活動に関する記録）
• 1707富士山宝永噴火報告書(平成18年3月 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会）
• 堆積物と古記録からみた浅間火山1783年のプリニー式噴火（安井真也・小屋口剛博,1998）

• 1914桜島噴火報告書（平成23年3月 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会）
• 新編火山灰アトラス－日本列島とその周辺, 東京大学出版 

Ⅲ安全対策
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安全対策（第８条 外部事象（火山））（１/２）



廃棄物管理施設において考慮すべき火山事象は、降下火砕物（火山灰）である。過去の

火山活動に関する記録を踏まえ、敷地及びその周辺に降下火砕物が降灰した場合を仮

定しても、降灰の降厚監視を行い、除灰作業をすることで施設の安全性が損なわれるこ

とはないことを確認した。

以下をソフト対策（保安規定、マニュアル等）で規定

（廃棄物管理施設の停止）

➢ 公共放送又は気象庁が発表する火山の噴火、降灰予報から、所長が火山降灰警戒を発令する。
これに基づき、廃棄物管理施設の設備及び機器を停止する。

（除灰作業）

➢ 過去の火山活動の記録から、敷地における降灰は1日当たり0.63㎝＊1と推定される。
廃棄物管理施設の建家の許容荷重の最小値は580N/m2（降灰約3.9㎝）であるため、
6日間（0.63×6＝3.78㎝＜3.9㎝）毎に除灰作業を行えば、建家の許容荷重を超えない。
→ただし、火山活動を確認した際は降灰の層厚監視を行い、保守的に除灰作業＊2

 を開始する。

除灰作業員の装備
（ヘルメット、ゴーグル、マスク等）

施設 許容荷重

廃液処理棟
580N/m2

（降下火砕物 約3.9cm相当）

廃棄物管理施設の許容荷重の例＊3

＊3：廃棄物管理施設の建家のうち、廃液処理棟は許容荷重が最小である。その他の施設の許容荷重はp.79参照。

＊1：1日当たりの層厚（降灰量）は、富士山の宝永大噴火（1707年）から評価された、火口より直線距離90kmの地域に16日間で
約10cmの降下火砕物が堆積するとのデータから、保守的に0.63cmとした。

＊2：除灰作業においては人員等の荷重を考慮し、必要に応じて脚立や高所作業台車を使用し、屋根に乗らずに作業を行う。

Ⅲ安全対策
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森林火災による廃棄物管理施設の施設外壁面温度を評価した結果、火が施設に最接近する箇所

において、離隔距離を確保できていれば消火等の対応しなくても、一般にコンクリートの強度に影響

がないとされている温度（200 ℃）に達しないこと、また施設の内部の最高温度が設備、機器の材料

の耐熱温度に達しないことから、施設の安全性が損なわれるおそれはないことを確認した。

森林火災影響評価結果

（樹木の管理）

➢ 今後、施設外壁と林間の離隔距離については、航空機落下に
よる火災の影響（森林火災との重畳）も考慮し、9mの離隔距離
が確保できるように樹木の管理を実施。

（自衛消防隊による対応）
➢ 大洗原子力工学研究所には、 ２４時間体制の自衛消防隊が

組織されており、常時対応が可能。

➢ 火災を覚知した場合、自衛消防隊が消防車で出動し、消火
活動を開始。

西側森林
離隔距離：評価7.5m（管理は9ｍ）
森林の幅（火炎到達幅）：290m

出典：Googleマップ

評価対象施設 材質 離隔距離 外壁温度

固体集積保管場Ⅱ コンクリート 7.5ｍ 160℃

＊廃棄物管理施設の全19施設のうち、最も評価が厳しい施設を評価対象とした。

Ⅲ安全対策
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近隣工場等の火災・爆発について、敷地内を走行するタンクローリーが給油中に火災・爆発する際

の影響を評価した結果、給油位置との距離が最も近い廃棄物管理施設（β・γ固体処理棟Ⅳ）の建

家の外壁温度はコンクリートの耐熱温度（200 ℃）に達しない。一方、爆発の衝撃については、建家

の保有水平耐力を上回るため、給油中は建家との間に仮設緩衝体を設置する対策を施す。

タンクローリー火災による衝撃の影響評価

評価対象施設 建家の保有水平耐力 衝撃の水平力

β・γ固体処理棟Ⅳ 80ｔ 3492ｔ

（仮設緩衝体を設置）

➢ 建家付近でタンクローリーから給油する際は、
仮設緩衝体を設置してから給油を行う。

運搬物 最大積載量 最大運搬数量

重油 16000ℓ 10000ℓ

敷地内を走行するタンクローリーの仕様

＊給油位置との距離が最も近い施設を評価対象施設として選定（距離14m）

Ⅲ安全対策

出典：Googleマップ

仮設緩衝体設置位置

Β・γ固体処理棟Ⅳ

タンクローリー給油位置

給油中の仮設緩衝体の設置イメージ

仮設緩衝体（イメージ）
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既許可

（平成30年8月22日許可）

現許可
（令和5年5月2日許可）

有機性の
液体廃棄物

（有機廃液）の処
理

① 有機廃液一時格納庫にて受入れ
及び一時保管 （有機廃液一時格納庫の使用を停止）

② β・γ固体処理棟Ⅲの
有機溶媒貯槽に移送

① 直接、β・γ固体処理棟Ⅲの
有機溶媒貯槽で受け入れ

③ β・γ焼却装置にて焼却処理 ② β・γ焼却装置にて焼却処理

有機溶媒貯槽の位置付けを変更
液体廃棄物（有機廃液）の処理施設 ⇨ 受入れ施設

各施設で発生する有機性の
液体廃棄物（有機廃液）

有機廃液一時格納庫で
受入れ 有機溶媒貯槽に移送 焼却処理

有機廃液の取扱頻度を減じて漏えいリスクを低減
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安全対策（第１５条 計測制御計測施設） （１/２） Ⅲ安全対策

3.有機溶媒貯槽に漏えい検知器を設置

有機溶媒貯槽（既設）の堰内
に漏えい検知器を1基設置
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漏えい検知器の仕様

漏えい検知器の設置イメージ

有機廃液一時格納庫の使用の停止に伴い、β・γ固体処理棟Ⅲの有機溶媒貯槽
（既設）の位置付けを変更する。

【液体廃棄物（有機廃液）の処理施設 ⇒ 受入れ施設】

有機溶媒貯槽は、新たに液体廃棄物の受入れ施設となることから、有機溶媒貯槽
の堰内に、早期に漏えいを検知するため、漏えい検知器を1基設置する。

項 目 仕様

警 報 漏えい検知

型 式 静電容量式

設置高さ 堰の最深部から2cm以下

警報条件 堰内で液位を検知したとき

数 量 1基

有機溶媒貯槽

堰

漏えい検知器

警報系統

2cm漏えい検知器の警報は、職員等の居室である管理機械棟に接続する
ほか、北門警備所にも接続し、休日夜間においても警報を確認できる。
また、廃油タンクの全量を受ける堰を設けている。

安全対策（第１５条 計測制御計測施設） （２/２） Ⅲ安全対策

3.有機溶媒貯槽に漏えい検知器を設置



Ⅲ安全対策

整備予定の可搬型発電機

停電等の外部電源系の機能喪失時に、安全上必要な設備・機器（①廃棄物管理施設の閉

じ込めの機能を監視する設備、②放射線監視設備、③火災等の警報設備、緊急通信・連絡設備、

非常照明等の設備・機器）を作動するための予備電源として、可搬型発電機を用いる。

可搬型発電機から給電する施設設備と安全機能＊

施設設備 機能

廃液処理棟
・液体廃棄物の漏えい監視
・液体廃棄物の漏えいの警報を検知・発報

β・γ固体処理棟Ⅲ
・焼却炉内部の圧力の監視
・圧力に関する警報を検知・発報

α固体貯蔵施設 ・線量率を測定、監視、警報発報

廃液貯留施設Ⅰ
（廃棄物管理施設用廃液貯
槽を含む）

・液体廃棄物の漏えいの警報を検知・発報

廃液貯留施設Ⅱ ・液体廃棄物の漏えいの警報を検知・発報

排水監視施設 ・液体廃棄物の漏えいの警報を検知・発報

管理機械棟

・線量率を測定、監視、警報発報
・排気濃度の測定、監視、警報発報
・液体廃棄物の液位監視
・液体廃棄物の漏えい監視
・液体廃棄物の液位異常上昇の警報を検知・発報
・液体廃棄物の漏えいの警報を検知・発報
・通信連絡

＊火災等の警報設備（自動火災報知設備）、非常用照明等の設備・機器は、非常用電源（バッテリー）
    を附置しているため、可搬型発電機からの給電は不要 51

安全対策（第１８条 予備電源）



Ⅳ 設計最大評価事故及び事故発生時の安全対策（事故対策）
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想定される事象 事象の状況 周辺公衆の実効線量

①廃棄物の落下等

（固体集積保管場Ⅰ
のブロック型廃棄物
パッケージの落下）

固体集積保管場Ⅰでブロック型廃棄物パッケージが落下損傷
し、封入している内容物中の放射性物質が飛散する。飛散し
た放射性物質は気体廃棄物として、建家外に漏えいする。

2.8×10-3 mSv

②火災

（固体廃棄物減容処
理施設の焼却溶融
セル内の火災）

固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融セルの焼却溶融炉で、
廃棄物の投入口から高温の溶融物が露出し、放射性物質が
セル内に飛散するとともに、火災が発生する。飛散した放射性
物質は気体廃棄物となり建家外に漏えいする。

1.4×10-1 mSv＊

③排気系の停止

（β・γ固体処理棟
Ⅳの排気系の停止）

β・γ固体処理棟Ⅳのβ・γ貯蔵セルの排気系が、設備の故
障で停止したことにより、β・γ貯蔵セル内で保管中のβ・γ
固体廃棄物Ｂから飛散した放射性物質が、気体廃棄物として
建家外に漏えいする。

1.4×10-3 mSv

【設計最大評価事故】として評価（評価の詳細を次頁に示す）

Ⅳ事故対策

廃棄物管理施設において想定される事故を、許可基準規則の解釈（第１２条 設計最大事故時の放射

線障害の防止）の手順に基づき、以下の３つに分類する。

① 液体廃棄物の漏出又は固体廃棄物の落下 （以下、廃棄物の落下等）

② 火災

③ 排気系の停止

分類毎に評価し、放射性物質の建家外への放出量が最大となる事故を評価対象事故として選定（下表）

＊廃棄物管理施設の評価において最大
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設計最大評価事故の事象選定



固体廃棄物減容
処理施設建家

排気筒

排気設備停止

焼却溶融セル操作室

溶融物（α固体廃棄物B）
β・γ：1.17×1013Bq

α：7.5×1011Bq
129I：4.6×106Bq

移行率
129I以外：0.2％、129I：2％

飛散率

1.0×10-1

建家外に放出

移行率
10%

移行率
1%

焼却溶融炉内の溶融物の漏出による気体廃棄物の漏えいを想定

項 目 詳細

事故シナリオ＊

（移行率・飛散率は文献より引用）

①火災の発生に伴い、焼却溶融セルの排気系が停止する。
②事故発生時の状況は1バッチにおける最大量を投入したとし、さらに、誤って

チャコールフィルタを1バッチにおける最大量も投入したとする。
③溶融物の放射性物質が気体廃棄物へ移行する割合は、飛散率を1.0×10-1、

移行率を129Iを除き0.2％、129Iを2％とする。
④焼却溶融セルから建家外までの移行率は、設備を10％、建家を1％とする。

線量評価

周辺公衆の内部被ばく
による実効線量 1.4×10-1 mSv 合計

1.4×10-1 mSv （＜5 mSv）周辺公衆の外部被ばく
による実効線量 3.0×10-5 mSv

公衆に放射線障害を及ぼすおそれはない （許可基準規則の解釈（ ＜5 mSv ）より）
*;ASSESSMENT OF THE POTENTIAL RELEASE OF RADIOACTIVITY FROM INSTALLATIONS AT AERE, HARWELL. IMPACTIONS FOR EMERGENCY PLANNING (IAEA-SM-119/7) 

;Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook” NuREG/CR-6410,1998 

Ⅳ事故対策
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設計最大評価事故の概要



災害、事故等が発生した場合の対策を迅速かつ的確に対処できるよう、様々な訓練を繰り返し実施

◆ 緊急時対策所

・安全情報交流棟に緊急時対策所を整備
◆ 総合訓練

・ＨＴＴＲ、廃棄物管理施設の同時発災を想定した訓練

（令和4年12月20日）
➢ 原災法事象を想定した総合防災訓練（年1回実施）

・現地対策本部の設置・本部員の招集

・ＥＡＬ事象に対する緊急時対応
・原子力規制庁（ＥＲＣ）との情報共有

・後方支援拠点等との連携 等

➢ 管理区域内の火災を想定した総合訓練（年1回実施）
・現地対策本部の設置・本部員の招集

・公設消防と自衛消防隊との連携 等

◆ 要素的訓練
➢ グリーンハウスの設置及び身体除染訓練（各部ごとに四半期1回実施）

・燃料研究棟の汚染事故を踏まえ、作業者の早期退出、

内部被ばくの防止を目的とした訓練を実施
➢ その他の訓練（計画的に実施）

緊急事態を想定し、以下の訓練を実施している。

・通報訓練：勤務時間外の連絡体制、人員確保の確認
・消火訓練：屋内・屋外消火栓、消火器の取り扱い方法を確認

・緊急作業訓練：緊急作業(100mSv超)を想定した事故時対応

安全情報交流棟

総合訓練

Ⅳ事故対策
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事故時の対応



○原災法に基づいて備えている防災資機材の一例

分類 原子力防災資機材現況届出書の名称 数量 点検頻度 点検内容 保管場所

放射線障害
防護用器具

汚染防護服 30組 １回／年 外観、員数 防護機材倉庫

非常用通信機器 緊急時電話回線 2回線 １回／年 外観、機能、員数 緊急時対策所

計測器等

ガンマ線測定用サーベイメータ 4台 １回／年 外観、機能、員数 安全管理棟

可搬型ダスト測定関連機器 サンプラ 4台 １回／年 外観、機能、員数 安全管理棟

その他 モニタリングカー 1台
車両：１回／6ヵ月

モニタリング設備：
1回／年

外観、機能、員数 特殊倉庫

その他
ヨウ素剤 300錠 １回／年 員数 健康管理棟

除染用具 1式 １回／年 外観、員数 防護機材倉庫

○原災法によらず備えている防災資機材の一例

分類 原子力防災資機材現況届出書の名称 数量 点検頻度 点検内容 保管場所

計測器等 個人用外部被ばく線量測定器（中性子） 5台 １回／年 外観、機能、員数 防護機材倉庫

非常用電源 簡易型発電機 3台 １回／年 外観、機能、員数 防護機材倉庫

統合原子力防災ネット
ワーク通信機器

テレビ会議システム 1台 １回／月＊ 外観、機能、員数 緊急時対策所

その他 タンクローリー 1台 １回／年 外観、機能、員数 第二車庫

＊定期的な接続確認は、あらかじめ定めるところによる。

大洗原子力工学研究所における原子力事業者防災業務計画（令和7年7月）より抜粋。全ての防災資機材は参考資料p.96～97に示す。

Ⅳ事故対策
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事故時の対応（防災資機材(一例））



大洗原子力工学研究所

廃棄物管理課

事故現場

管理機械棟
現場指揮所

事故等が発生した場合に、廃棄物管理施設内の全ての人々に
対して、現場指揮所から指示できる通信連絡設備

① 施設内の通信連絡

現場指揮所から現地対策本部との通信連絡設備は、多様性を
備え、相互に連絡が取れる設計

② 施設間の通信連絡

現地対策本部から関係官庁等へ連絡を行うための通信連絡設
備は、専用であって多様性を確保した設計

④ 敷地外の通信連絡

設計基準事故等が発生した場合に、敷地内の全ての人々に対
して、事象発生の連絡や避難指示等を行うための通信連絡設
備を設ける

③ 敷地内の通信連絡

減容処理施設準備室

固体廃棄物減容処理施設
現場指揮所

事故現場

Ⅳ事故対策
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構内一斉放送設備
（スピーカ）

安全情報交流棟

現地対策本部
大洗原子力工学
研究所全域

・構内放送設備

固定電話、
携帯電話、
FAX 等

①

①

② ②

③ 異常時通報連絡先機関等

関係官庁

自治体（茨城県、大洗町、隣接市町村 等）

その他関係機関

廃棄物管理施設又は全域
・放送用スピーカ－
・ページング装置スピーカー
・固定電話

④固定電話、携帯電話、FAX 等

事故時の対応（通信連絡設備）



本部長
（原子力防災管理者）

副本部長
（副原子力防災管理者）

緊急時遠隔機材運用班

緊急時調達班

現場対応班（発災施設）

環境監視グループ

外部対応班

広報班

情報班

総括班

本部スタッフ

放管グループ

厚生医療グループ

管理グループ

消防グループ

工務グループ

緊急時資機材運転管理班

支援グループ

大規模災害若しくは重大な原子力災害等が発生した場合、又は所長の判断

（13名体制）

避難指示、事故状況の提供（14名）

情報の送受信と整理（15名）

報道対応、情報公開対応（16名）

（7名）

関係官庁、自治体への通報連絡及び説明（22名）

環境モニタリングの実施（4名）

屋外で活動する者の被ばく管理等（5名）

負傷者、被ばく者の救護（6名）

人員点呼集約、
避難誘導、構内出入り管理（13名）

水、電気等のインフラ対応（9名）

自衛消防隊による消防活動（22名）※

応急対策、復旧対策の実施

必要な資機材及び燃料の調達（8名）

可搬型発電機等の運転、
燃料の搬送・給油（14名）

遠隔機材の操作、災害での状況調査等
（8名）

※）公設消防到着後は、共同で作業を
行う。なお、火災等が発生した場合
は、火災を発見した者が直ちに公
設消防へ連絡することとしており、
また、公設消防は直ちに施設内へ
入域できる体制としている。

現地対策本部：
177名体制

（令和7年8月1日現在）

Ⅳ事故対策
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事故時の対応（大洗原子力工学研究所現地対策本部の体制）



現場指揮所

防護活動班

現場対応班

現場対応
班長

現場対応
副班長

消防係

保物係

注）現場対応班長、現場対応副班長に不都合が
ある場合に備えて、その職務を代理する者
を定めておく

現
地
対
策
本
部

（ 6名）

（113名体制）

（令和7年8月1日現在）

現場指揮所班
庶務係
総括係
QA対応係
電話連絡係
記録係
放射線管理係

Ⅳ事故対策
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事故時の対応（廃棄物管理施設 現場対応班の体制）

警備・工作係

救護係

施設等運転
管理係

事故現場

事故現場責任者
事故現場責任者代理

（ 6名）

（11名）

（10名）

（11名）

（14名）

（ 7名）

（15名）

（ 5名）

（11名）

（13名）

組織改編に伴い、廃棄物管理施設に係る組織が統合されたことから、
事故時の廃棄物管理施設の現場対応班の体制を拡充

※ 令和5年度第2回茨城県原子力安全対策委員会以降に変更した体制



Ⅴ 適合確認完了までの工事計画予定
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安全対策工事完了までの工事計画予定 Ⅴ工事計画

項 目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

廃棄物管理事業変更許可申請
[竜巻対策の変更及び液体廃棄物処理施設の一部使用停止]

主

要

工

程

廃棄物管理施設設工認申請
[廃棄物管理施設(OWTFを除く)新規制基準の設工認]

廃棄物管理施設保安規定変更認可申請

固体集積保管場Ⅰ
遮蔽スラブの遮蔽の追加の
工事＊1

廃液処理棟 竜巻防護壁の設置の工事

α一時格納庫 廃棄物カバーの設置

β・γ固体処理棟Ⅳ
ガス消火設備のカバー設置

仮設緩衝体の製作

廃液処理棟等＊2 可搬型発電機の整備

廃液処理棟＊3

化学処理装置等の使用の
停止の工事廃液貯留施設Ⅰ＊3

有機廃液一時格納庫＊3 有機廃液一時格納庫の使
用の停止の工事

定期事業者検査[廃棄物管理施設(OWTF除く)]

その他運転準備等＊6（令和8年度～）

▼許可取得＊4

▽認可（予定）

▼認可 ＊5

毎年度

＊1：遮蔽スラブの遮蔽の追加工事は、既に認可を得た設工認（令和3年10月28日付）に基づき実施する。
＊2：対象施設は、p.51参照。
＊3：使用の停止に係る概要は、参考資料p.92～94参照。

＊4：平成30年8月に新規制基準に係る許可を取得済。
＊5：OWTFについては令和4年4月に新規制基準に係る設工認認可を取得済。
＊6：試運転、訓練、整備等を指す。

61

毎年度 毎年度 毎年度 毎年度 工事後初回

※ 令和5年度第2回茨城県原子力安全対策委員会以降に変更したスケジュール



参考資料
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液体廃棄物A

液体廃棄物B

一般排水
処理済廃液

濃縮液

スラッジ

濃縮液

化学処理装置

廃液蒸発装置Ⅰ

排水監視設備

（JMTR一次冷却水）

（JMTR一次冷却水以外の廃液）

セメント固化装置
（混練方式）

ドラム缶型廃棄物
パッケージ

液体廃棄物

固体集積保管場

廃液蒸発装置Ⅱ

使用の停止に伴い、配管のフランジ等を
閉止板で閉止し、漏えいを防止する

◆液体廃棄物の処理系統の概要（各装置で処理した後、処理済廃液については排水し、
濃縮液については固化して容器に入れて保管）
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（１/３） 参考資料



β・γ固体廃棄物Ａ

β・γ固体廃棄物B

ドラム缶型
廃棄物パッケージ

β・γ焼却装置（炉内）

β・γ圧縮装置Ⅰ・Ⅱ

β・γ封入設備

ドラム缶型
廃棄物パッケージ

β・γ固体廃棄物

可燃物

難燃・不燃物

ブロック型
廃棄物パッケージ

固体集積保管場

同左（焼却灰固化装置炉内）

β・γ固体廃棄物のうち
「廃樹脂」は、固体廃棄物
減容処理施設（ＯＷＴＦ）で
処理する。
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（２/３）

◆ β・γ固体廃棄物の処理系統の概要（減容（焼却や圧縮）をして、 容器に入れて保管）

圧縮

焼却

参考資料



α固体廃棄物Ａ

α固体廃棄物B

ドラム缶型
廃棄物パッケージα焼却装置（炉内）

αホール設備

α封入設備

ドラム缶型
廃棄物パッケージ

α固体廃棄物

可燃物

難燃・不燃物

保管体
（ステンレス鋼製容器）

固体集積保管場

α固体貯蔵施設

減容処理設備
（試運転期間中）

α固体廃棄物のうち「ﾁｬ
ｺｰﾙﾌｨﾙﾀ」は、固体廃棄
物減容処理施設（ＯＷＴＦ）
で処理する。

**

**
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大洗原子力工学研究所における放射性廃棄物の管理（３/３）

◆ α固体廃棄物の処理系統の概要（減容（焼却や圧縮）をして、 容器に入れて保管）

圧縮

焼却

参考資料



ＯＷＴＦ外観【処理対象物】

【処理フロー（高線量のα固体廃棄物）】

【建家概要】

・ 構造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

・ 階数：地下1階、地上2階（一部3階）

・ 大きさ：約45.5m×約32m、高さ：約20m

・ 延べ床面積：約5,100m2

対象廃棄物 主な内容物 発生元施設

高線量の
α固体
廃棄物

廃樹脂

チャコール
フィルタ

燃料被覆管
ラッパ管
試験資機材（金属）
セル内除染資材
（紙、布、綿等）

イオン交換樹脂

（使用済燃料貯蔵
プール等の水浄化に
用いたもの）

吸着材

高速実験炉「常陽」

照射燃料集合体試験施設
（FMF）

照射燃料試験施設(AGF）
照射材料試験施設(MMF）
固体廃棄物前処理施設(WDF）
燃料研究棟(PFRF）

【処理技術】

焼却却溶融炉

＜概略仕様＞

処理方式：インキャン式高周波誘導加熱方式

処理能力：焼却処理 0.1m3/日（約30kg/日）

    溶融処理 1体/日（約70kg/日）

主な特徴：運転制御性、安全性（閉じ込め性）

 が高い、二次廃棄物の発生量が

 少ない
 

キャニスタ

スラグ層

金属層

溶融固化体の断面 焼却溶融炉の概略図焼却灰
処理対象外：有害物質（カドミウム、ベリリウム、鉛等）、低沸点金属（亜鉛、真鍮等）、アルミニウム

ITV

焼却灰

搬出入室（1F）

前処理セル
（開缶エリ

ア）

前処理セル
（分別エリア）

焼却溶融セル（B1F,1F）

可燃物、難燃物

トラック
ロック

焼却溶融炉
(減容率：約1/3)

外側缶

内側缶
（PVCバッグ）

放射化金属

不燃物

焼却処理 溶融処理

切断

α固体貯蔵施設

サービスエリア（2F）

分別

【施設概要】

大洗原子力工学研究所にて発生・保管しているα放射性物質を含む高線量の固体廃棄物の

体積を減らす減容処理することを目的とした施設 （工事着工：2013年7月、竣工：2019年3月）

【施設の特徴】

・ 放射性廃棄物の減容処理設備は、気密及び遮蔽機能を有するセル内に設置

・ セル内遠隔操作で廃棄物の処理、設備機器の保守メンテナンスの実施

・ 高周波誘導加熱方式を用いた焼却溶融炉にて、焼却処理と溶融処理の実施

（放射性ヨウ素の除
去に用いたもの）

照射燃料集合体試験施設（FMF）
照射燃料試験施設(AGF）
照射材料試験施設(MMF）

照射燃料集合体試験施設（FMF）
照射燃料試験施設(AGF）
照射材料試験施設(MMF）
燃料研究棟(PFRF）

参考資料
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固体廃棄物減容処理施設（OWTF）の概略



トリチウムの濃度

トリチウムを除く
β・γ放射性物質の濃度

α線を放出する放射性物質濃度の最大放射能濃度 ： 1×10-2Bq/cm3

液体廃棄物Aには、主な放射性物質が短半減期であって、１００時間以内に当該濃度未満になることが明らかなものを含む。

液体廃棄物A及び液体廃棄物Bには、有機性の液体廃棄物を含む。

濃度上限値
3.7×103Bq/cm3未満

3.7×10１Bq/cm3

濃度上限値
3.7×104Bq/cm3未満

3.7×10-1Bq/cm3

液体廃棄物B

液体廃棄物A

放出前廃液

参考資料
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液体廃棄物の区分基準



容器表面の線量当量率

α放射性物質濃度

500μSv/ｈ 2ｍSv/ｈ

容器（20リットル基準）

あたり含有量

（ β・γ放射性物質濃度の上限値は、3.7×1013Bq/容器 ）

3.7×104Bq/容器

3.7×107Bq/容器

β・γ固体廃棄物A

3.7×1012Bq/容器

β・γ固体廃棄物B

α固体廃棄物A

α固体廃棄物B

上限；Puとして1ｇ/容器未満、
核分裂性物質として4ｇ/容器
未満

参考資料
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固体廃棄物の区分基準



保管体の種類 廃棄物区分
保管能力

［200ℓドラム缶換算］

固体集積保管場Ⅰ ブロック型廃棄物パッケージ β・γ固体廃棄物B 19,900本

固体集積保管場Ⅱ ドラム缶型廃棄物パッケージ
液体廃棄物A
液体廃棄物B
β・γ固体廃棄物A
β・γ固体廃棄物B
α固体廃棄物A

9,310本

固体集積保管場Ⅲ
ドラム缶型廃棄物パッケージ
角型鋼製廃棄物パッケージ

6,000本

固体集積保管場Ⅳ
ドラム缶型廃棄物パッケージ
角型鋼製廃棄物パッケージ
ブロック型廃棄物パッケージ

6,925本

α固体貯蔵施設 保管体（ステンレス鋼製容器） α固体廃棄物B 660本

合 計 42,795本
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参考資料処理済廃棄物（保管体）に係る保管能力と保管量



実用発電炉 廃棄物管理施設

目的 ： 発電 目的 ：  廃棄物の処理、保管

主要な施設 ： 原子炉施設等 主要な施設 ： 受入施設、処理施設、管理施設

核燃料物質 ：100万kW級の発電炉で、約5万本の燃料棒

を原子炉に装荷
核燃料物質 ： 廃棄物に付着したもののみ

主要な安全機能 ： 停止機能、冷却機能、閉じ込め、
遮へい 主要な安全機能 ： 閉じ込め、遮へい

重大事故対策： シビアアクシデント（炉心損傷）の発生
防止、放射性物質の大規模な放出防止 重大事故対策： なし

グローブボックス
分析フード

セル内機器

処理施設

管理施設
廃棄物パッケージ

：放射線量が比較的低い

：放射線量が極めて低い

セル内

参考資料
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廃棄物管理施設に対する安全要求（実用発電炉との違い）



重
大
事
故

意図的な航空機衝突

放射性物質の拡散抑制対策

格納容器破損防止対策

炉心損傷防災対策

内部溢水に対する考慮

自然災害に対する考慮
（火山、竜巻、森林火災など）

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

（耐震Ｓクラスの設備･機器は、基
準地震動及び基準津波の策定が
必要）

実用発電炉 廃棄物管理施設

自然災害に対する考慮
（火山、竜巻、森林火災等）

火災に対する考慮

耐震・耐津波性能
（耐震Ｓクラスの設備･機器なし）

内部溢水に対する考慮

自然災害に対する考慮
（火山、竜巻、森林火災等）

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能
（耐震Ｓクラスの設備･機器なし）

（参考）
低出力試験研究炉

熱出力500kW未満

設計基準事故の拡大防止
設計最大評価事故の放射線障
害の防止

参考資料
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廃棄物管理施設に対する安全要求（実用発電炉との違い）



安全上重要な施設の有無についての
評価。

安全上重要な施設の有無の評価の結
果を基に、グレーデッ ドアプローチを適
用し、安全設計を行う。

設計最大評価事故における周辺公衆
被ばく評価を行う。

＊廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年12月18日施行）
上記規則が施行される以前は、「核燃料施設安全審査基本指針」及び「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」
に係る適合性を確認していた。

条 見出し

第一条 定義

第二条 遮蔽等

第三条 閉じ込めの機能

第四条 火災等による損傷の防止

第五条 廃棄物管理施設の地盤

第六条 地震による損傷の防止

第七条 津波による損傷の防止

第八条 外部からの衝撃による損傷の防止

第九条 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止

第十条 核燃料物質の臨界防止

第十一条 安全機能を有する施設

第十二条 設計最大評価事故時の放射線障害の防止

第十三条 処理施設

第十四条 管理施設

第十五条 計測制御系統施設

第十六条 放射線管理施設

第十七条 廃棄施設

第十八条 予備電源

第十九条 通信連絡設備等

参考資料
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許可基準規則＊における評価の考え方

⇦

⇦

⇦



耐震Ｓクラスに属する施設に求められる程度の地震が廃棄物管理施設に発生したと仮定し、
施設の損傷による機能喪失を評価し、その結果により安全上重要な施設の有無を確認する 。

評価条件 項 目 想定の保守性

機能喪失
閉じ込め機能喪失

フィルタ除去効率を考慮せず建家から放出

液体廃棄物の全量流出

遮蔽機能喪失 耐震性から損傷の程度を検討

地震による機能喪失の想定

建家
排気筒【地上放出】

１時間で全量放出

設備の損傷

処理設備

排気設備停止
廃液タンク全量流出

一例；地震について

参考資料
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安全上重要な施設の有無の評価の一例（地震）



地震、竜巻、火山による機能喪失に係る公衆被ばく評価結果
（敷地境界外の実効線量が一番高い場所に1時間）

機能
喪失

施設名

地震
評価結果（mSv）

竜巻
評価結果（mSv）

火山
評価結果（mSv）

内部被ばく 外部被ばく 内部被ばく 外部被ばく 内部被ばく 外部被ばく

閉
じ
込
め
機
能

液体廃棄物の受入・
処理を行う施設
（鋼製の機器で構成
される設備）

廃液処理棟、有機廃
液一時格納庫、管理
機械棟、固体廃棄物
減容処理施設

3.27×10-4 3.33×10-5 3.26×10-4 3.27×10-5 3.25×10-4 3.26×10-5

液体廃棄物の受入・
処理を行う施設
（コンクリート製の
機器で構成される設
備）

廃棄物管理施設用廃
液貯槽、廃液貯留施
設Ⅰ、廃液貯留施設
Ⅱ

4.50×10-2 3.19×10-3 4.76×10-3 3.38×10-4 4.50×10-2 3.19×10-3

β・γ固体廃棄物の
受入（処理までの保
管）を行う施設

β・γ一時格納庫Ⅰ、
β・γ固体処理棟Ⅱ、
β・γ固体処理棟Ⅳ

1.32×10-2 6.60×10-6 1.32×10-4 6.61×10-8 1.37×10-4 6.66×10-8

β・γ固体廃棄物の
処理を行う施設

β・γ固体処理棟Ⅰ、
β・γ固体処理棟Ⅱ、
β・γ固体処理棟Ⅲ、
β・γ固体処理棟Ⅳ

2.53×10-2 1.21×10-5 2.50×10-2 1.19×10-5 5.14×10-6 2.52×10-9

α固体廃棄物の受入
（処理までの保管）
を行う施設

α一時格納庫、固体
廃棄物減容処理施設

5.33×10-4 1.17×10-7 7.24×10-6 1.24×10-9 5.50×10-7 1.18×10-10

α固体廃棄物の処理
（分別・焼却）を行
う施設

α固体処理棟 1.31×10-2 1.45×10-6 1.21×10-3 1.40×10-7 1.31×10-6 1.45×10-10

参考資料
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安全上重要な施設の有無の評価結果（１/２）



機能
喪失

施設名

地震
評価結果（mSv）

竜巻
評価結果（mSv）

火山
評価結果（mSv）

内部被ばく 外部被ばく 内部被ばく 外部被ばく 内部被ばく 外部被ばく

閉
じ
込
め
機
能

α固体廃棄物の処理
（焼却・溶融）を行
う施設

固体廃棄物減容処理
施設

3.98×10-1 8.77×10-5 3.98×10-3 8.77×10-7 3.98×10-4 8.77×10-8

主にβ・γ固体廃棄
物の固型化された廃
棄体を保管する施設

固体集積保管場Ⅰ、
固体集積保管場Ⅱ

3.61×10-2 1.38×10-5 3.61×10-3 1.38×10-6 3.61×10-2 1.38×10-5

主にβ・γ固体廃棄
物の非固型化の廃棄
体を保管する施設

固体集積保管場Ⅲ、
固体集積保管場Ⅳ

2.65×10-5 1.27×10-8 2.65×10-6 1.27×10-9 2.65×10-8 1.27×10-11

α固体廃棄物の廃棄
体を保管する施設

α固体貯蔵施設 2.80×10-2 1.33×10-6 2.80×10-1 1.33×10-5 2.80×10-5 1.33×10-9

遮
蔽
機
能

遮蔽機能を構造で分
類し、周辺監視区域
境界までの距離が短
く、インベントリが
大きい施設を選定

廃液貯槽施設Ⅱ、
β・γ固体処理棟Ⅳ、
固体集積保管場Ⅰ、
α固体貯蔵施設

― 1.6×10-4 ― 1.1×10-5 ― 1.6×10-4

合計 上記施設の合計 5.7×10-1 3.3×10-1 8.7×10-2

参考資料
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安全上重要な施設の有無の評価結果（２/２）



〇自然現象（地震、津波の評価の厳格化）（火山、竜巻、森林火災等を明確化）の考慮

○廃棄物管理施設の特徴である廃棄物の処理及び管理等に係る要求事項を明確化➤規則の制定※

廃棄物管理施設の設計
➢ 廃棄物管理施設の特徴を踏まえた「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

※の制定により、処理、管理施設及び放射線管理施設等の要求事項が明確化

規則※ 規則の要求事項（抜粋）

第二条
（遮蔽等）

① 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周
辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。

第十三条
（処理施設）

① 受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものとすること。

② 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出する場合は、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監
視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、廃棄施設に接続
する排気口の設置その他の必要な措置を講ずるものとすること。

第十四条

（管理施設）

① 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものとすること。

② 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するもの
とすること。

第十六条
（放射線管理
施設）

① 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。

② 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定する設備
を設けること。

③ 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示す
る設備を設けること。

遮蔽性能の強化（スカイシャイン線の低減）（第二条）
平常時被ばくの評価見直し（第十三条）

放射線管理設備の強化（第十六条）

参考資料
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廃棄物管理施設の新規制基準のポイント（１/２）



〇平常時被ばくの評価見直し（第十三条）

〇放射線管理設備の強化（第十六条）

・直接線、スカイシャイン線による実効線量と気体廃棄物、液体廃棄物による実効線量を足し合わせ
ても50μＳｖ／年以下であることが求められた

・上記の第二条対応に加え、固体集積保管場Ⅰに係る直接線及びスカイシャイン線の公衆被ばくに
ついて、平成25 年12 月18 日以前の廃棄体配置を搬出まで維持することから、放射線量の低い廃
棄体を外周に置く当時の配置を評価条件として設定
・αホール設備とβ・γ封入設備の排気浄化装置について、フィルタ仕様値や施設定期検査の測定
結果を踏まえ、評価条件である捕集効率を99.9％から99.99％に見直し

・直接線及びスカイシャイン線並びに気体廃棄物及び液体廃棄物による平常時被ばくを42μＳｖ/年
と評価（旧許可では足し合わせの要求はない。）

以下の設備・機器を追記
①放射線業務従事者の出入管理設備⇒放射線管理に必要な各種のサーベイメータ等
②汚染管理及び除染等を行う設備⇒更衣設備、シャワー設備、ハンドフットクロスモニタ等
③放射線業務従事者等の個人被ばく管理に必要な設備⇒個人線量計、ホールボディカウンタ（共用）

〇遮蔽性能の強化（スカイシャイン線の低減）（第二条）

・固体集積保管場Ⅰに遮蔽スラブを追加設置し、スカイシャイン線の低減化を図る
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廃棄物管理施設の新規制基準のポイント（２/２）



◆廃棄物管理施設の耐震設計

・廃棄物管理施設は、耐震Ｂクラス及びＣクラスの建屋、設備及び機器のみで構成
・耐震設計に用いる地震力の算定方法は以下の通り

○ 建家、設備

地震層せん断力係数Ci
＊に各クラスに応じた係数を乗じ、さらに当該建家階層

  以上の重量を乗じて算定

○ 機器・配管系

地震層せん断力係数Ci
＊に各クラスに応じた係数を乗じたものを水平震度とし、

当該水平震度を20％増しして算定

各クラスに応じた係数： Bクラス 1.5 、Cクラス 1.0

＊標準せん断力係数C0を0.2とし、建家、設備及び機器の振動特性、地盤の特性を考慮して求められる値とする。

78

耐震設計に用いる地震力 参考資料



No. 建家名
地震 火山

耐震クラス 許容堆積荷重(kN/m2) 評価結果

1 廃液処理棟 C 0.58 良

2 排水監視施設 C （鉄筋コンクリート造） 良

3 β・γ固体処理棟Ⅰ C 0.58 良

4 β・γ固体処理棟Ⅱ C 20.1 良

5 β・γ固体処理棟Ⅲ B 38.9 良

6 β・γ固体処理棟Ⅳ C 0.58 良

7 α固体処理棟 B 8.3 良

8 固体集積保管場Ⅰ C 0.58 良

9 固体集積保管場Ⅱ C 37.1 良

10 固体集積保管場Ⅲ C 29.2 良

11 固体集積保管場Ⅳ C 12.1 良

12 α固体貯蔵施設
B（地下階）
C（地上階）

8.7 良

13 廃液貯留施設Ⅰ C 0.58 良

14 廃液貯留施設Ⅱ B （鉄筋コンクリート造） 良

15 有機廃液一時格納庫＊ C 0.58 良

16 β・γ一時格納庫Ⅰ C 0.58 良

17 α一時格納庫 C 13 良

18 管理機械棟 C 11.1 良

19 固体廃棄物減容処理施設 B 153 良

参考資料
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廃棄物管理施設における評価結果

＊有機廃液一時格納庫は使用を停止する



フロー ① 風圧力等の設計荷重
による建家の影響評価
評価 → OK（完了）
↓

フロー ② 風圧力等の設計荷重
による設備（セル等）の
影響評価

 評価 → OK（完了）
↓

フロー ③ 作業を中止し、処理中
の廃棄物を安全な場所に
移動して保管する。
評価 → OK（完了）

次紙評価結果を示す

風圧対策については、フロー図に従い
3つのステップで評価し、安全性を確認。

①建家が損傷しない
②放射性物質を内包する設備機器が損傷しない
③作業を中断し、放射性物質を保管容器に

保管するため安全に影響を与えない

参考資料
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廃棄物管理施設の竜巻に係る風圧対策（１/３）
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廃棄物管理施設の竜巻に係る風圧対策（２/３）

施設
建家

（安全機能）
設備(セル等)
（安全機能）

機器
（安全機能）

建家の
壁の
損傷

建家の
屋根の
損傷

建家の
損傷

設備の
壁の
損傷

設備の
天井の
損傷

設備の
損傷

機器の
胴の
損傷

機器の
蓋の
損傷

機器の
損傷

被災時の
廃棄物の
有無

まとめ 対策等

廃液処理棟 廃液処理棟

廃液蒸発装置Ⅰ
(閉じ込め)

NG① NG① NG①

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

化学処理装置
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

遮蔽体
(遮蔽)

廃液蒸発装置Ⅱ本体
(閉じ込め)

OK⑥ OK⑥ OK⑥ OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

廃液蒸発装置Ⅱ本体以外
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

セメント固化装置
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

配管
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩ 飛来物等が衝突しないよう設備を設ける

分析フード
(閉じ込め)

NG② NG② NG② NG④ NG④ NG④ 無 OK 作業を中止し、廃棄物を保管容器で保管する

堰、ピット
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 無 OK⑩

排水監視施設
排水監視施設
(閉じ込め)

OK② OK② OK② 有 OK②

β・γ固体処理棟Ⅰ β・γ固体処理棟Ⅰ

β・γ圧縮装置Ⅰ本体
(閉じ込め)

NG① NG① NG①

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

β・γ圧縮装置Ⅰ分類用ボックス
(閉じ込め)

NG② NG② NG② NG⑤ NG⑥ NG⑤ 無 OK 作業を中止し、廃棄物をβ・γ一時格納庫Ⅱで保管する

β・γ固体処理棟Ⅱ β・γ固体処理棟Ⅱ

β・γ一時格納庫Ⅱ
((閉じ込め))

NG① OK② NG①

OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

β・γ圧縮装置Ⅱ本体
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

β・γ圧縮装置Ⅱ分類用ボックス
(閉じ込め)

NG② NG② NG② NG⑤ NG⑥ NG⑤ 無 OK 作業を中止し、廃棄物をβ・γ一時格納庫Ⅱで保管する

β・γ固体処理棟Ⅲ β・γ固体処理棟Ⅲ
β・γ焼却設備
(閉じ込め)

OK② OK② OK② OK② OK② OK② OK② OK② OK② 有 OK②

β・γ固体処理棟Ⅳ β・γ固体処理棟Ⅳ

β・γ貯蔵セル
(遮蔽、閉じ込め)

NG① NG① NG①

OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

セル
(遮蔽、閉じ込め)

β・γ封入設備 OK⑥ OK⑥ OK⑥ OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

α固体処理棟

α固体処理棟(２階部)
(自動消火設備)

αホール設備
(閉じ込め)

OK② OK② OK②

OK② OK② OK② 有 OK②

遮蔽体
α焼却設備
(閉じ込め)

OK② OK② OK② OK② OK② OK② 有 OK②

α固体処理棟(３階部)
(自動消火設備)

セル
(遮蔽、閉じ込め)

α封入設備 OK② OK② OK② OK② OK② OK② OK② OK② OK② 有 OK②

固体集積保管場Ⅰ 固体集積保管場Ⅰ
遮蔽壁、遮蔽スラブ
(遮蔽、(閉じ込め))

NG① NG① NG① OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

固体集積保管場Ⅱ
固体集積保管場Ⅱ
(遮蔽、(閉じ込め))

OK② OK② OK② 有 OK②

評価結果

施設の評価のまとめ

各施設の機器ごとの評価結果まとめ

対策

全て「OK」判定
（OK①：番号はフロー図における判定番号）［分析フード］は「作業を中断し、廃棄物を保管容器で保

管」し廃棄物を「無」とすることで「OK」
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廃棄物管理施設の竜巻に係る風圧対策（３/３）

施設
建家

（安全機能）
設備(セル等)
（安全機能）

機器
（安全機能）

建家の
壁の
損傷

建家の
屋根の
損傷

建家の
損傷

設備の
壁の
損傷

設備の
天井の
損傷

設備の
損傷

機器の
胴の
損傷

機器の
蓋の
損傷

機器の
損傷

被災時の
廃棄物の
有無

まとめ 対策等

固体集積保管場Ⅲ
固体集積保管場Ⅲ
(遮蔽、(閉じ込め))

OK② OK② OK② 有 OK②

固体集積保管場Ⅳ
固体集積保管場Ⅳ
(遮蔽、(閉じ込め))

OK② OK② OK② 有 OK②

α固体貯蔵施設 α固体貯蔵施設
貯蔵ピット
(遮蔽、(閉じ込め))

NG①
裏面
剥離①

NG① OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

廃液貯留施設Ⅰ 廃液貯留施設Ⅰ

廃液貯槽
(閉じ込め)

NG① NG① NG①

OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

常陽系統配管
(閉じ込め)

NG② NG② NG② NG⑤ OK⑩ NG⑤ 無 OK 地上部の配管内に廃液が留まらないように操作する

堰、ピット
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 無 OK⑩

(廃棄物管理施設用廃液貯槽)
(閉じ込め)

NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩

廃液貯留施設Ⅱ 廃液貯留施設Ⅱ
廃液貯槽
(遮蔽、閉じ込め)

OK② OK② OK② OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

有機廃液一時格納庫＊ 有機廃液一時格納庫
保管容器
(閉じ込め)

NG① NG① NG① NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩ 保管容器を固縛する

β・γ一時格納庫Ⅰ β・γ一時格納庫Ⅰ
β・γ一時格納庫Ⅰ
((閉じ込め))

貫通① NG① NG① OK⑥ OK⑥ OK⑥ 有 OK⑥

α一時格納庫
α一時格納庫
((閉じ込め))

NG① OK② NG① NG② NG② NG② OK⑩ OK⑩ OK⑩ 有 OK⑩ 廃棄物を鋼板で覆う

管理機械棟 管理機械棟

分析フード
(閉じ込め) 裏面

剥離①
OK②

裏面
剥離
①

貫通② 貫通② 貫通② NG④ NG④ NG④ 無 OK 作業を中止し、廃棄物を保管容器で保管する

保管容器
(閉じ込め)

貫通② 貫通② 貫通② OK⑧ OK⑧ OK⑧ 有 OK⑧

固体廃棄物減容処理
施設

固体廃棄物減容処理
施設
(自動消火設備)

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽
(閉じ込め)

裏面
剥離①

OK②
裏面
剥離
①

貫通② 貫通② 貫通② OK⑧ OK⑧ OK⑧ 有 OK⑧

搬出入室
(遮蔽、閉じ込め)

廃棄物搬出入ピット
((閉じ込め))

OK④ OK④ OK④ OK④ OK④ OK④ 有 OK④

搬出入室
(遮蔽、閉じ込め)

OK④ OK④ OK④ 有 OK④

前処理セル(開缶エリア)
(遮蔽、閉じ込め)

OK④ OK④ OK④ 有 OK④

前処理セル(分別エリア)
(遮蔽、閉じ込め)

OK④ OK④ OK④ 有 OK④

焼却溶融セル
(遮蔽、閉じ込め)

OK④ OK④ OK④ 有 OK④

保守ホール
(遮蔽、閉じ込め)

OK④ OK④ OK④ 有 OK④

廃樹脂乾燥室
(遮蔽、閉じ込め)

貫通② 貫通② 貫通② OK⑧ OK⑧ OK⑧ 有 OK⑧

評価結果（つづき）

施設の評価のまとめ

各施設の機器ごとの評価結果まとめ

対策

全て「OK」判定
（OK①：番号はフロー図における判定番号）

＊有機廃液一時格納庫は使用を停止する



竜巻注意情報の発表から竜巻発生までの時間（30分）と竜巻の最短接近時間
（21分）の合計時間（51分）に指示伝達に要する時間等を考慮し、竜巻注意情報
の発表から竜巻襲来までの竜巻襲来予想時間を40分とした。

ソフト対策の作業
➢ 自動車の移動

軽自動車5台程度を約200m移動させるだけなので約5分。

➢ 廃棄物の移動
廃棄物の移動については最も作業工数が多く移動距離が長い作業を想定し、
「β・γ固体処理棟Ⅰの処理設備での処理待ちの廃棄物を、β・γ固体処理棟Ⅱ
のβ・γ一時格納庫Ⅱへ収納する作業」について作業時間を検討した。

条件
・作業は、処理作業に携わっていた人員のみとする（最低4人、応援なし）。

初期状態
・紙バケツまたはペール缶20個を載せた鋼製カゴ（荷有り鋼製カゴ）3台
・空の鋼製カゴ（荷無し鋼製カゴ）1台
・コンベア上等に配置した紙バケツまたはペール缶20個
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竜巻に対するソフト対策にかかる時間（１/３）



初期状態及び移動ルート
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竜巻に対するソフト対策にかかる時間（２/３）



作業
経過時間（分）

0 10 20 30 40

荷有り鋼製カゴ3台の移動（3分）

竜
巻
注
意
情
報
の
発
表

荷有り鋼製カゴ3台の収納（18分）

荷無し鋼製カゴ1台への荷載せ（18分）

荷載せ後の鋼製カゴ1台の移動（3分）

荷載せ後の鋼製カゴ1台の収納（6分）

クレーンの定位置への移動（3分）

作業員の退避（10分）

作業の流れ及び所要時間（合計40分）

荷有り鋼製カゴ3台の移動
β・γ固体処理棟Ⅰ

↓3分
β・γ固体処理棟Ⅱ

荷載せ後の鋼製カゴ1台の移動
β・γ固体処理棟Ⅰ

↓3分
β・γ固体処理棟Ⅱ

荷無し鋼製カゴ1台への荷載せ
β・γ固体処理棟Ⅰ

荷無し
↓18分
荷有り

荷有り鋼製カゴ3台の収納
β・γ固体処理棟Ⅱ床

↓18分
β・γ一時格納庫Ⅱ

荷載せ後の鋼製カゴ1台の収納
β・γ固体処理棟Ⅱ床

↓6分
β・γ一時格納庫Ⅱ

クレーンの移動
作業位置

↓3分
定位置

作業員の退避
10分

竜
巻
注
意
情
報
の
発
表

作
業
中
止
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竜巻に対するソフト対策にかかる時間（３/３）
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火山評価（１/３）
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火山評価（２/３）

大洗原子力工学研究所



参考資料火山評価（３/３）

88
大洗原子力工学研究所敷地内の調査結果



気体廃棄物

β・γ固体廃棄物B
貯蔵廃棄物数50個

線源：1.9×1015Bq
（90Sr：9.25×1014Bq
137Cs：9.25×1014Bq）

移行率
2.0×10-5

飛散率
1.0×10-3

移行率
1%

移行率
10%

β・γ貯蔵セル 操作室

貯蔵箱

建家外

気体廃棄物：3.7×104Bq
（90Sr：1.85×104Bq
137Cs：1.85×104Bq）

図1 β・γ貯蔵セル 排気系の停止 フロー図
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設計評価事故の例（１/３）



気体廃棄物

溶融物（α固体廃棄物B）
β・γ：1.17×1013Bq

α：7.5×1011Bq
 129I：4.6×106Bq

移行率
129I以外：0.2％

129I：2％
飛散率
1.0×10-1

焼却溶融セル 操作室 建家外

気体廃棄物
β・γ：2.4×106Bq

α：1.5×105Bq
 129I：9.2×100Bq

図2 焼却溶融セル 火災 フロー図

溶融物

焼却溶融炉

移行率
10%

移行率
1%
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設計評価事故の例（２/３）



気体廃棄物

移行率
2.0×10-5

飛散率
1.0×10-3

移行率
10%

固体集積保管場Ⅰ 建家外

気体廃棄物：7.4×104Bq
（90Sr：3.7×104Bq
137Cs：3.7×104Bq）

図3 固体集積保管場Ⅰ 廃棄物の落下 フロー図

ブロック型廃棄物
パッケージ：1個

線源3.7×1013Bq
（90Sr：1.85×1013Bq
137Cs：1.85×1013）
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設計評価事故の例（３/３）



有機廃液一時格納庫の使用の停止、β・γ固体処理棟Ⅲの有機溶媒貯槽を
新たに液体廃棄物の受入れ施設に変更

既許可

（平成30年8月22日許可）

現許可
（令和5年5月2日許可）

有機性の
液体廃棄物

（有機廃液）の処
理

① 有機廃液一時格納庫にて受入れ
及び一時保管 （有機廃液一時格納庫の使用を停止）

② β・γ固体処理棟Ⅲの
有機溶媒貯槽に移送

① 直接、β・γ固体処理棟Ⅲの
有機溶媒貯槽で受け入れ

③ β・γ焼却装置にて焼却処理 ② β・γ焼却装置にて焼却処理

有機溶媒貯槽の位置付けを変更
液体廃棄物の処理施設 ⇨ 受入れ施設

各施設で発生する有機性の
液体廃棄物（有機廃液）

有機廃液一時格納庫で
受入れ 有機溶媒貯槽に移送 焼却処理

有機廃液の取扱頻度を減じて漏えいリスクを低減
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有機溶媒貯槽（既設）の堰内
に漏えい検知器を1基設置



既許可（平成30年8月22日許可） 現許可（令和5年5月2日許可）

液体廃棄物A
JMTR一次冷却水

の処理

① 化学処理装置 （化学処理装置の使用の停止）

② セメント固化装置（凍結再融解槽） （凍結再融解槽の使用の停止）

③ セメント固化装置（スラッジ槽） （スラッジ槽の使用の停止）

液体廃棄物A
その他の処理

廃液蒸発装置 廃液蒸発装置

材料試験炉（JMTR）の廃止措置計画認可（令和3年3月17日）による液体廃棄物の発生量の減少のため処理施設の合理化

化学処理装置

配管輸送

廃液貯槽Ⅰ

凝集沈殿槽

太平洋（処理済廃液）
(上澄液)

(上澄液) （希釈水）（放出）

廃液貯槽Ⅰ 処理済廃液貯槽
排水監視設備

スラッジ貯槽

凍結再融解槽

スラッジ槽

(スラッジ)

セメント固化装置

200ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶

（セメント）

集積保管場

液体廃棄物Ａ

混練機

撹拌機

凝集沈殿槽
最大

受入可能数量

既許可
平成30年8月22日

許可

現許可
令和5年5月2日

許可

液体廃棄物 9,400ｍ3/年 5,400ｍ3/年

液体廃棄物A 8,000ｍ3/年 4,000ｍ3/年

液体廃棄物C ごく少量 実績なく区分削除

放射性廃棄物の種類及び最大受入可能数量

図1 化学処理装置及びセメント固化装置による液体廃棄物Aの処理フロー
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廃液処理棟の化学処理装置等の使用の停止（１/２）



既許可（平成30年8月22日許可） 現許可（令和5年5月2日許可）

液体廃棄物A
JMTR一次冷却水

の処理

① 化学処理装置 （化学処理装置の使用の停止）

② セメント固化装置（凍結再融解槽） （凍結再融解槽の使用の停止）

③ セメント固化装置（スラッジ槽） （スラッジ槽の使用の停止）

液体廃棄物A
その他の処理

廃液蒸発装置 廃液蒸発装置

材料試験炉（JMTR）の廃止措置計画認可（令和3年3月17日）による液体廃棄物の発生量の減少のため処理施設の合理化

図2 廃液蒸発装置による液体廃棄物Aの処理フロー

廃液蒸発装置Ⅰ

配管輸送

廃液貯槽Ⅰ

集積保管場

太平洋（処理済廃液）(凝縮液) （希釈水）（放出）

廃液貯槽Ⅰ 処理済廃液貯槽
排水監視設備

廃液貯槽Ⅱ

 

蒸気室

蒸発缶

凝縮器

カ
ラ
ン
ド
リ
ア

廃液運搬車輸送

(凝縮液)

蒸気圧縮機

(濃縮液)

濃縮液受槽

(濃縮液)

廃液運搬車輸送

液体廃棄物Ａ

液体廃棄物Ｂ

強制循環
ポンプ

廃液蒸発装置Ⅱ 200ﾘｯﾄﾙﾄﾞﾗﾑ缶

（セメント）

混練機

撹拌機濃縮液槽

セメント固化装置

参考資料

94

廃液処理棟の化学処理装置等の使用の停止（２/２）



（一般排水）

   　  （希釈）

　

　　　（希釈） 2305

(放出前廃液を含む）

 

セメント固化装置

 

固体集積保管場 Ⅱ

　　

固体集積保管場 Ⅲ

β・γ 圧 縮 装 置 Ⅰ

固体集積保管場 Ⅳ

β・γ 圧 縮 装 置 Ⅱ 　

β ・ γ 封 入 設 備 固体集積保管場 Ⅰ

α   焼   却   設   備

α  ホ  ー  ル  設  備

              α   封   入   設   備 α 固 体 貯 蔵 施 設

　

減　容　処　理　設　備

β ・ γ 焼 却 装 置

　

β ・ γ 固 体 廃 棄 物 Ａ

β ・ γ 固 体 廃 棄 物 Ｂ

α 固 体 廃 棄 物 Ａ

α 固 体 廃 棄 物 Ｂ

排 水 監 視 施 設

 

液 体 廃 棄 物 A 化 学 処 理 装 置 処 理 済 廃 液 貯 槽

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅰ

液 体 廃 棄 物 Ｂ 廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ

有 機 性 の 液 体 廃 棄 物

廃 液 貯 槽 Ⅰ

太 平 洋

液

体

廃

棄

物

固

体

廃

棄

物

大洗研究開発センター廃棄物管理施設における放射性廃棄物の処理系統と関連設備

廃 液 貯 槽 Ⅱ

有機廃液一時格納庫

β・γ一時格納庫Ⅰ

β・γ一時格納庫Ⅱ

β・γ 貯 蔵 セ ル

α 一 時 格 納 庫

受 入 れ 施 設 処 理 施 設 管 理 施 設廃 棄 物 の 種 類

廃樹脂

廃樹脂

ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀ

*

*

*

*

有機溶媒貯槽に変更（注１）

（注２）

（注1）有機廃液の取
扱頻度を減じて漏
えいリスクを低減
するため、有機廃
液一時格納庫の
使用の停止、 β・
γ固体処置棟Ⅲ
の有機溶媒貯槽
を新たに液体廃
棄物の受入れ施
設に変更

（注2）材料試験炉
（JMTR）の廃止措
置への移行に伴
い、JMTRからの
一次冷却水液体
廃棄物の発生量
が減少することか
ら、廃液処理棟の
化学処理装置及
びセメント固化装
置の一部（凍結再
融解槽及びスラッ
ジ槽）の使用を停
止

（注２）

放射性廃棄物処理系統図 既許可（平成30年8月22日許可） ⇨ 現許可における変更箇所（令和5年5月2日許可）
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放射性廃棄物処理系統図における本申請の変更箇所
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事故時の対応（防災資機材）
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事故時の対応（防災資機材）
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